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報文 

高校学校家庭科を基盤にした金融リテラシー育成の試み 
－「総合的な探究の時間」を想定した授業実践－ 

兼 平  拓 道 

柴田学園大学 生活創生学部 フードマネジメント学科 

The experiment of fostering financial literacy based on high school home economics 

－Teaching practice assuming “period for inquiry-based cross-disciplinary study”－ 

Kanehira Takumichi  
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要 旨 

2022年 4月からの成年年齢の18歳引き下げにより、満18歳になった高校生が自立した契約主体とな

るため金融リテラシーの育成が急務となっている。2022 年 4 月からは新高等学校学習指導要領家庭科で

金融教育に関する学習内容の充実が盛り込まれた。しかし、多くの高校では「家庭基礎」2 単位を履修す

る形となっているため、金融に関する用語などの理解でとどまり、実践のための時間確保ができにくい状

況にあると推察される。そこで本研究では、高校生に対する金融リテラシーの育成方法のひとつとして、

高等学校家庭科の学習内容を基盤に学習対象や領域が特定の教科・科目にとどまらず横断的・総合的に実

践できる「総合的な探究の時間」での実践可能性を検討することを目的とした。方法として短期大学１年

生で金融教育の受講を希望した３名を対象とし、「仮想株式投資」による金融教育の授業（35時間:１単位

を計画）を実践した。実施時期は 2016年 11月から 2017年 11月とした。学習効果を見るために受講者

に対して授業実践期間及び実践終了後５年を経過した時点で調査を行った。結果は、授業実践期間中の調

査（時系列）や授業実践終了後の調査（事後）および授業実践中の自由記述では興味などの程度が異なり、

記載内容も異なっていたため、総じて学習効果の特定はできなかった。しかし、授業実践終了５年後のヒ

アリング調査では、３人とも「生活への活用」や「他分野への興味関心」が記載されており、金融教育の

実践で習得したスキル等は、５年経過しても日常生活でプラスに役に立っていたことが明らかになった。

このため、金融教育を高等学校家庭科の学習内容を軸に「総合的な探究の時間」で多面的な学習を展開す

ることにより、金融リテラシーの育成ができる可能性はあるのではないかと考える。 

 

１．はじめに 
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金融広報中央委員会が全国の18～79歳の個人30,000人を対象に2022年に実施した金融リテラシー調

査 1)によれば、18～29歳の若年層ではお金を運用したり、株式や投資信託等リスク性資産を購入した人は

少ないが、他の年齢層と比べて大きく増加し、近年若年層の投資への関心は高まっているとしている。ま

た、金融教育を受けた人は、受けていない人よりも、金融知識・判断力に関する正誤問題の正答率が高い

こと、18～29歳は他の年齢層よりも金融教育を受けた人は多いが、その割合は13.9%と低いこと、さらに

「金融教育を学校で行うべき」と考える人は全体で約7割と高率だがニーズに十分に対応できていないと

報告されている 2)。 

学校における金融教育は今までも家庭科等が担ってきたが、2022 年 4 月から実施されている高等学校

学習指導要領家庭科（以下、家庭科指導要領。また高等学校を以下、高校）3)に金融教育に関する学習内容

が今まで以上に多く盛り込まれた。そこでは、生涯の生活設計における資金管理のあり方やリスク管理の

考え方を導入した経済計画の重要性を理解させるなかで、金融商品や資産形成の視点に触れるとしている。

この背景のひとつには、2022年 4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことがあり、満18歳になっ

た高校生が自立した契約主体となることが求められている。このため、金融教育を通して金融に関する知

識や情報を正しく理解し、主体的に判断することができる能力である金融リテラシーの育成が急務である。

しかし、多くの高校では「家庭基礎」２単位を履修させているため、金融に関する用語等の理解で終始し、

実践のための時間確保ができにくい状況にあると推察される。 

一方、今年度から実施している高校学習指導要領では、「総合的な学習の時間」に代わり「総合的な探究

の時間」4)に改訂された。これまでの「総合的な学習の時間」は課題を解決することで自己の生き方を考え

ていく学びであったのに対し、「総合的な探究の時間」は自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自

ら発見し、解決していく学びであり、探究が高度化し自律的に行われるように位置づけられている 4)。さ

らに「総合的な探究の時間」では、学習の対象や領域が特定の教科・科目などに留まらず、横断的・総合

的でなければならないとしている 4)。これらより金融リテラシーの育成方法のひとつとして、「総合的な探

究の時間」を活用することが考えられる。 

そこで、「高校生までと比べて、アルバイトを始める、１人暮らしを始める、クレジットカードを使うな

ど、経済的に自立して生活をする機会が増える大学生は、金融知識の水準、そして、金融教育の効果を分

析するのに、最も適した時期である」5)との見方を参考に、高校卒業後間もない短期大学生を対象に金融教

育を実践し、その成果から「総合的な探究の時間」における実践の可能性を検討することを目的とした。 

 

２．研究方法 

２．１ 対象および授業実践の実施時期 

対象は、A短期大学１年生とし、金融教育の受講を希望した３名とした。対象者は高校生ではないが、

高校家庭科は履修済であることや、高校卒業間もない年齢であることなどから、家庭科に関する知識等は

高校生とほぼ同様であると判断し対象とした。実施時期は、2016年11月から2017年11月とした。 

 

２．２ 授業計画 

高校家庭科学習指導要領解説には、基本的な金融商品として「預貯金、民間保険、株式、債券、投資信

託等」が記載されている。そのなかから今の暮らしやこれからの生活に関わりが深いと考えられる「株式」

を取り上げ、この分野の書籍および資料 6),7),8),9),10),11)を参考に授業実践計画を作成し、著者が作成した「仮

想株式投資、すなわち仮想の資金を使って、実際の株価に基づいて株式売買シミュレーションをすること

（以下、投資）」を用いて実践した。 
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表１に授業実践計画を示す。授業実践計画は合計で35時間（１単位）である。 

 

 

 

 Step１では授業計画全体についてガイダンスを行った。その際、活動日は毎週1回としメンバー全員が

集合し活動すること、教員はファシリテーターとして助言サポートすることを確認した。 

Step２では投資テーマ（課題）を決定した。決定にあたっては、現在の社会情勢や受講者の興味・関心

等を考慮し、「世界をつなぐ日本のエンターテインメント」とした。 

Step３では投資テーマに関連する企業の情報収集と分析を行った。具体的には関連企業の経営状況につ

いて、各種メディアやインターネットを用いて調査・整理し上場企業を50社～60社ほど抽出した。 

Step４では資金（ファンド）を投資する企業の絞り込みを行った。具体的にはStep3で抽出した企業の

ホームページに掲載された IR（インベスター・リレーションズ）注 1)から経営方針や事業内容そして財務

諸表などを調査および分析し、最終的に10社を選択した。 

Step５では資金投資の状況を評価するためのポートフォリオ（以下、ポートフォリオ）を作成した。資

金の運用設定金額を確定した。具体的には、投資資金を500万円～600万円とし、各企業への投資資金（株

内　容 時間数 時系列調査＊1

Step１ ガイダンス 1 １回目

Step２ 投資テーマの決定 3

Step３
投資テーマに関連する企業の

情報収集と分析
3

Step４ 投資企業の選択 3

Step５ ポートフォリオの作成 2

Step６ 中間発表 1 ２回目

Step７ 値動きのチェックと分析 17 ３回目

Step８ 運用結果の分析とまとめ 3

Step９ 最終発表 1

Step10 自己評価 1 ４回目

35

表１  授業実践計画

合計時間数

＊1：４回の時系列調査（本文「２.３調査内容」記載）の実施時期
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数を含む）をシミュレーションし決定した。その結果、受講者は各社200株ずつ購入することとし、合計

金額は5,179,000円となった。 

Step６ではそれまでの実践について学内で中間発表を行った。具体的には、投資テーマや投資企業を選

択した理由などをスライドを用いて発表した。 

Step７では運用期間を2017年4月から9月までの約6か月間とし、その期間の株価の値動きのチェッ

クと分析を行った。値動きのチェックは各自が毎日行い4月からの活動日に株価が変動した理由を分析し

た。 

Step８では運用結果の分析とまとめを行った。具体的には、運用期間におけるポートフォリオ株式の値

動きの図表作成や運用結果の分析をまとめた。 

なお、運用結果は、買値が5,179,000円に対し売値は7,154,000円となり、収益額は1,975,000円であ

った。最終的な収益率は 38.1％で、10 社中 9社が収益額および収益率でプラスの結果となった。同期間

の日経平均株価の株式投資収益率が9.1％であるのを考えると、かなり高い収益率であった。 

Step９では学園祭において最終発表を行った。 

Step10は受講者が自己評価を行った。 

 

２．３ 調査内容  

受講者に対し、授業実践期間中及び実践終了後５年を経過した時点で調査を行った。 

授業実践期間中の調査は、質問紙法による４回の同一内容の調査（以下、「時系列調査」）と、実践終了

直後の調査（以下、「事後調査」）とした。また、これらの調査と同時に、チームで授業を実践して感じた

ことを自由に記述させた。調査内容は、「時系列調査」では「株について知っているか」「株の値動きや日

経平均株価などに興味があるか」「この活動終了後も、株や社会の動きを知りたいと思うか」「今回の活動

を通して、他のことにも興味をもつようになったか」の４項目、「事後調査」では「金融経済や企業活動な

どをめぐる国際問題や社会問題について、以前より興味をもつようになったか」「この活動により、企業が

社会に与える影響を、以前より考えられるようになったか」「株式投資のリスクについて、以前よりわかる

ようになったか」「この活動を通じて、“お金に対する計画の大切さ”や“その成果パフォーマンスを分析

する姿勢の大切さ”が、以前よりも高まったと感じるか」の４項目とした。 

さらに、実践終了後５年を経過した時点で受講者全員に「印象に残っていること」「わかったこと、でき

るようになったこと」「現在、役に立っていること」「いま、興味があること」を電話によりヒアリングし

た。また、自由記述及びヒアリングの内容は、カテゴリーに分類した。 

 

３．結果および考察 

３．１ 時系列調査 

 表２に授業実践期間中の調査結果（時系列調査）を示す。表２より、１回目の調査から４回目の調査ま

で、いずれの項目とも３または４と高い評価であった。これには、受講にあたって応募を行ったことが背

景にあり、当初から株式や投資に高い関心があったと推察された。 
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問１の「株式に関する知識」は、全員が全ての調査回とも３「少し知っている」と回答し、変化はみら

れなかった。 

 問２の「株の値動き等への興味」は、受講者A とBは３「少し興味がある」または４「とても興味があ

る」の回答だったが、受講者Cは１回目では３であったが２回目以降は４となり実践を通して興味が高ま

ったと言える。 

 問３の「実践終了後も株式等を知りたいか」は、受講者A とCは３「少し気持ちはある」または４「と

ても気持ちがある」の回答だったが、受講者Bは１回目では３であったが２回目以降は４となり実践を通

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

受講生Ａ 3 3 3 3

受講生Ｂ 3 3 3 3

受講生Ｃ 3 3 3 3

受講生Ａ 3 4 3 3

受講生Ｂ 3 4 4 3

受講生Ｃ 3 4 4 4

受講生Ａ 3 4 3 3

受講生Ｂ 3 4 4 4

受講生Ｃ 4 4 4 4

受講生Ａ 3 4 3 3

受講生Ｂ 3 3 4 3

受講生Ｃ 3 3 3 4

　　１．ほとんどもっていない, ２．あまりもっていない,

        ３．少しもっている, ４．とてももっている

＊2. 株の値動きや日経平均株価などに、興味があります

　    か。

*4

問４

 *1

問１

*2

問２

*3

問３

＊1. 株について知っていますか。

＊3. この活動終了後も、株や社会の動きを知りたいと思

　　いますか。

　　１．ほとんど気持ちはない, ２．あまり気持ちはない,

        ３．少し気持ちはある, ４．とても気持ちがある

表２  授業実践期間中の調査結果（時系列調査）

　　１．ほとんど知らない, ２．あまり知らない,  ３．少し

         知っている, ４．とても知っている

　　１．ほとんど興味がない, ２．あまり興味がない,

        ３．少し興味がある, ４．とても興味がある

＊4. 今回の活動を通して、他のことにも興味をもつよう

　　になりましたか。
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して株式等への気持ちが高まったと言える。 

 問４の「今回の活動を通して、他のことにも興味をもつようになったか」は、受講者A とBは３「少し

もっている」または４「とてももっている」の回答だったが、受講者Cは１～３回目では３であったが４

回目では４となり実践を通して興味が高まった傾向がうかがえる。 

 これより「時系列調査」では、１回目の調査から意欲等が高く、それが４回目の調査（最後の調査）ま

で継続されたことが分かったといえる。 

 

３．２ 事後調査 

表３に授業実践終了後の調査結果（「事後調査」）を示す。 

 

表３より、問１「国際問題等への興味」、問２「企業が社会に与える影響」、問３「株式投資のリスクへ

の理解」は、受講者 A と B は３つの設問とも３「少し興味／少し考えられる／少しわかる」と回答した

が、受講者Cは３項目とも４「とても興味／とても考えられる／とてもわかる」であった。問４「お金に

対する計画の大切さ等への意識」は、受講者A は３「少し高まった」であったが、BとCは４「とても高

まった」と回答した。 

 また、各受講者の回答をみると、受講者 A は４項目すべてに３、受講者 B は３が３項目、４が１項目

であったが、受講者Cは４項目全てに４と回答した。 

これらより受講者達は実践を総じて高く評価した。中でも受講者Cは、他の受講者に比べ意識の高まり

問１*1 問２*2 問３*3 問４*4

受講者A 3 3 3 3

受講者B 3 3 3 4

受講者C 4 4 4 4

表３ 授業実践終了後の調査結果（事後調査）

＊1. 金融経済や企業活動などをめぐる国際問題や社会問題に

　　ついて、以前より興味をもつようになりましたか。

＊2. この活動により、企業が社会に与える影響を、以前より

　　考えられるようになりましたか。

       １.  まったく考えられない,  ２.  あまり考えられない,

       ３.  少し考えられる, ４.  とても考えられる

      １.  まったく高まっていない, ２.  あまり高まっていない,

      ３.  少し高まった, ４.  とても高まった

＊4. この活動を通じて、“お金に対する計画の大切さ”や"その

        成果パフォーマンスを分析する姿勢の大切さ”が、以前

        よりも高まったと感じますか。

      １.  まったくわからない, ２.  あまりわからない, ３.  少し

      わかる, ４.  とてもわかる

＊3. 株式投資のリスクについて、以前よりわかるようになり

       ましたか。

      １.  まったく興味をもっていない , ２.  あまり興味をもって

       いない,  ３.  少し興味をもつようになった,  ４.  とても興味

       をもつようになった
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がみられた。 

 

３．３ 自由記述及びヒアリング分析 

 表４―１から表４－３に各受講者における授業実践期間中の自由記述及び実践終了５年後のヒアリング

分析結果を示す。 

 カテゴリーは「興味・学習意欲」「友人の影響」「自己効力感」「知識の獲得」「生活への活用」「他分野へ

の関心」の６つに分類できた。そのうち前者３つのカテゴリーは授業実践期間中の自由記述から、後者３

つは実践終了５年後のヒアリングから得られたものである。以下では、授業実践期間中の自由記述と実践

終了後のヒアリングに分けて記載する。 

１）授業実践期間中の自由記述 

 受講者A は、３つのカテゴリー全てに記述があった。実践期間中の記述では、「興味・学習意欲」を基

に「友人の影響」から自己のスキルアップを自覚しており、受講者のなかで唯一「自己効力感」がみられ

た。 

 受講者Bは、「友人の影響」のみに記載がみられ、友人と実践できる心強さが示されていた。 

 受講者 C は、「興味・学習意欲」「友人の影響」に記載がみられ、「チームで取り組んだ方が進捗状況が

良い」という効率性が記載されていた。 

２）実践終了後のヒアリング 

  受講者A は、３つのカテゴリー全てに記述があった。特に「知識の獲得」では５つの項目について話

し、その中でリスク回避についても触れていたことから、実践中に多くの知識を獲得したことが確認され

た。また、「生活への活用」では「貯金をして株式投資をはじめた」など生活における資産運用の設計に乗

り出したことが分かった。これについては「どの年齢層でも金融経済教育の経験者の方が生活設計をよく

考えている」12) 、「金融リテラシーが株式保有や貯蓄計画を促すことで、資産蓄積に正の影響を及ぼして

いる」13)といった研究結果と同様である。また、「Web 検索や表計算ソフトを使いこなしたことが仕事で

役立っている」など実践で得た知識やスキルが自身の生活で活用されていることが分かった。さらに、外

国語への取組みや、経済ニュースチェックの実施など他分野にも興味関心が発展していることが分かった。 

 受講者 B も３つのカテゴリー全てに記述があった。「知識の獲得」では株式の基本的な要素が獲得でき

たことが分かった。また、「生活への活用」では受講者A と同様に表計算ソフトの習得が仕事で役立って

いることが分かった。さらに、「他分野への興味関心」では、「新聞などを読んだり」、「分からないことは

自分で調べる」習慣が身に付いたことが分かった。 

 受講者Cは「知識の獲得」の記載はないものの、「生活への活用」では「資金計画でNISAや iDeCoを

実践しようとしている」ことが分かった。金融リテラシー教育の中心となる知識として、「人生の全過程

（一生涯）において生きがいのある幸福な生活を送り、人生を自分で作っていけるためには、金銭的な裏

付けが必要である。そのためのファイナンシャル・プランを作り、実践する上で役に立つ知識と、お金の

管理や目的のための資金作りの技術が本当の実用知識である」14)との見方がある。これを踏まえると、受

講者Ｃは、金融リテラシーの学習により、NISAや iDeCoなどの実践的で実用的な資金運用の知識を生活

への活用に発展させていると見られる。また、「就職活動の際に企業の調べ方の知識が役立っている」こと

が分かった。他の２名の受講者と同様に実践で得た知識やスキルが自身の生活で活用されていることが分

かった。「他分野への興味関心」でも「家庭で日頃からお金や貯金について話している」など日常生活のな

かで金融に対して考える習慣が身に付いていることも分かった。この家庭生活における金融リテラシーを

活用する習慣化は、学校教育における消費者教育、金融教育について「知識の習得のみならず、視野を広
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げ、無意識だったものを意識化し、主体的に思考・判断・行動できる人間育成に結びつかなければならな

いと考える」15)とした考え方が家庭生活において具現化した形である。 

以上のように、受講者達は実践終了から５年経った時点でも、学んだ知識やスキルを活用していること

が明らかになった。また、自身の今後の資金計画も積極的に実施しており、この実践を通して、株式投資

の意義、生活における資産運用の実践、主体的な金融学習の日常化などの金融リテラシーが育成されたと

いえる。 

 得られた結果をもとに、本授業実践の成果および「総合的な探究の時間」における実践の可能性につい

て検討した。 

 本実践では、受講者が主体的に投資テーマ、企業の情報収集と分析、値動きのチェックと分析等を行い、

中間発表や最終発表ではそれらをスライドにまとめる作業を行った。この流れは、まさに「総合的な探究

の時間」のアプローチである自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し、解決していく学

習であると考える。 

 また、この学習の対象や領域は家庭科や公民科などの学習を基礎とする教科を超えた学習であることや、

社会状況等も考慮しながら実践する（投資企業の決定、値動きのチェックや分析）ことから多面的に学習

できるため、横断的・総合的なアプローチであり、「総合的な探究の時間」の実践例として適している。 

 さらに、「総合的な探究の時間」で実践できるならば、時間確保は可能であり、課題にじっくりと取組む

ことが可能となる。 

 しかし、この実践では金融に関する専門的な知識等をもつ人の参画が望まれるが、教員は必ずしも知識

が十分ではないと思われる。そこで金融企業等からの外部講師を依頼するなど地域との連携が必要と考え

る 16)。また、「総合的な探究の時間」に金融をテーマに実施するにあたっては、学校内での意見交換等を密

に行い、その趣旨を理解し、各教科間での合意形成を経たうえでの実施が望まれる。 
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興味・学習意欲 友人の影響 自己効力感 知識の獲得 生活への活用
他分野への興味関心

(発展性)

１回目

・学生時代に取り組

むべきだ

・コミュニケ―ショ

ン能力を備える良い

チャンス

２回目

・友人にやり方を教

えてもらいスキルが

向上

３回目

・得意分野を活かし

ていきたい

・協力でお互いの得

意分野がわかった

４回目

・途中からできるよ

うになり活動が楽し

くなった

5年後のヒ

アリング

・株を買うことが世

の中に役立っている

会社を応援するとい

うことがわかった

・株は会社の細胞み

たいなものであると

いうことがわかった

・株は少額から始め

られるということが

分かった

・株の流れや企業の

見方がわかった

・リスクを避けるに

は、株は自分が困ら

ない範囲ではじめる

のが大事

・お金は計画を立て

・実際に貯金をして

株式投資をはじめた

・Web検索で情報を

探したり、Excelを使

いこなしたことが仕

事で役立っている

・中国語や英語の語

学勉強に取り組んで

いる

・経済ニュースを

チェックするように

なった

表４-１  受講者Ａにおける授業実践中の自由記述及び実践終了５年後のヒアリング分析結果

授業実践期間中の自由記述 実践終了５年後のヒアリング
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４．まとめ 

興味・学習意欲 友人の影響 自己効力感 知識の獲得 生活への活用
他分野への興味関心

(発展性)

１回目
・チームで取り組む

活動があっていい

２回目
・心強い

３回目
・頼れるし、心強い

４回目

・みんなで取り組む

ことで楽しみながら

学べた

5年後のヒ

アリング

・チーム活動におけ

る責任感の大切さが

わかった

・知らないことでも

挑戦してみようとい

う姿勢に変われた

・積極性になり自分

自身の成長につな

がった

・会社と株の関係性

がわかった

・会社のたくさんの

業務内容がわかった

・株の価格が変動す

るのがわかった

・課題テーマに伴う

情報の収集や整理・

分析などでのExcel

シートの使いこなし

が仕事で役立ってい

る

・情報のまとめや表

現のときのグラフ作

成の工夫やプレゼン

テーション資料が仕

事の現場で役立って

いる

・いろいろなことに

興味が広がった

・新聞などを見るよ

うになった

・わからないことを

自分で調べるように

なった

表４-２  受講者Ｂにおける授業実践中の自由記述及び実践終了５年後のヒアリング分析結果

授業実践期間中の自由記述 実践終了５年後のヒアリング

興味・学習意欲 友人の影響 自己効力感 知識の獲得 生活への活用
他分野への興味関心

(発展性)

１回目
・個人で活動するよ

り楽しい

２回目
・楽しく感じられる

３回目

・チームで取り組ん

だ方が活気があるし

進捗状況が良い

４回目
・友人がいるからこ

そ楽しく学べた

5年後のヒ

アリング

・以前より知識がつ

いた

・家庭で資金計画で

NISAやiDeCoをやっ

てみようとしている

・仕事探しで企業の

調べ方の知識が役

立っている

・いろんな場面で、

世の中のリスクのこ

とを考えられるよう

になった

・家庭で日頃からお

金の話をしたり、貯

金の話をしている

表４-３  受講者Ｃにおける授業実践中の自由記述及び実践終了５年後のヒアリング分析結果

授業実践期間中の自由記述 実践終了５年後のヒアリング
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 高校卒業間もない短期大学生３名を対象に金融教育を実践し、「総合的な探究の時間」における実践の可

能性を検証した。結果および考察は次の通りである。 

（１）「時系列調査」（授業実践期間中の調査結果）では、受講者により興味等の程度は異なり、明確な学

習効果はみられなかった。 

（２）「事後調査」（授業実践終了後の調査）では、受講者Cに意識の高まりがみられた。 

（３）授業実践期間中の自由記述では、受講者により記載の内容が異なり、受講者 A では「自己効力感」

が、受講者Bでは「友人の影響」が、受講者Cではチームで取り組んだことにより効率性の記載が特徴的

だった。 

（４）実践終了後のヒアリングでは、「生活への活用」「他分野への興味関心」が記載されており、実践で

習得した知識やスキル等は、５年を経過しても役に立っており、自身の資金計画も積極的に実施している

ことが明らかになった。 

 以上のように、金融教育の実践は受講者のその後の生活にプラスの効果を与えた。また、地域の金融に

関する専門家の依頼など課題はあるが、金融教育を「総合的な探究の時間」を活用することでより多面的

な学習が期待でき、金融リテラシーが育成できる点も明らかになり、実践の可能性はあると考える。 

  

注1) IR（Investor Relations：インベスター・リレーションズ）とは、 企業が株主や投資家向けに経営状

態や財務状況、実績、今後の見通しなどの広報活動をいう。 
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Scratchプログラミングの学習支援のための JSONデータ分析 
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               JSONデータ分析                               analyzing JSON data 

 

 

要 旨 

 文部科学省は 2020 年から小学校でのプログラミング教育を必修化した。プログラミングを習得するに

は実践と失敗を繰り返すため、学習者は途中で諦めてしまう場合がある。特に初学者のつまずきや挫折に

ついては早めに乗り越えさせたり回避する必要があり、そのためには個別にその都度のつまずきを把握し、

リアルタイムに支援することが重要になる。そんな状況の中で、児童のプログラミング教育でよく利用さ

れるScratchは、直観的に操作可能なブロックを組み合わせてプロジェクトを作成できるため、初学者にと

って取り組みやすい。プロジェクト内の背景や各キャラクターのブロックに関する情報はファイル

project.jsonに保存されており、本研究では学習者と教授者らが作成したプロジェクトの project.jsonを分析・

比較し、学習者に助言を表示するシステムの構築を目指す。まず、JSON 形式のデータを分析するために

オブジェクトの構成要素を把握し、アルゴリズムに着目するためブロックの連結順序を比較する。この比

較・分析するために制作したPythonプログラムで、シンプルなブロックの連結順序を捉えることができた。

今後は、各ブロック固有の特徴を判別し、複雑なブロックにも対応できるように研究を進める。 

 

１．はじめに 

 Society5.0を支える STEAM教育の一つの「プログラミング的思考」を育むために、2020年から小学校で

プログラミング教育が必修化された。そのため、プログラミング初学者への教育の重要性が高まっている。

文部科学省は小学校プログラミング教育のねらいとして「情報活用能力」に含まれる以下の３つの資質・

能力を育成することとした。１つ目は「知識及び技能」、そして２つ目は「思考力、判断力、表現力等」

で、これを「プログラミング的思考」とし、３つ目は「学びに向かう力、人間性等」と表している。また、

その実施のために必要な条件整備等として①「ICT 環境の整備」、②「教材の開発や指導事例集の整備、
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教員研修等の在り方」、③「指導体制の充実や社会との連携・協働」を挙げ ICT を活用したプログラミン

グ教育の取組の手引等を提供している 1)。 

 上記の①については GIGAスクール構想が推し進められるにあたって、1人 1台端末等の ICT環境が整

備されていくと推測できるが 2)、②と③の現状は、具体的な内容については個々の教員や学校等が中心と

なり、地域や企業と連携して進められている。2021年 7月に実施されたインターネットリサーチの調査結

果では、プログラミング教育を実施したことがある教員は半数弱に留まり、今後実施予定という回答が 3

割となった 3)。この結果からプログラミング教育は順調に実施されているとは言い難い。また、筆者が

2021年に実施した津軽地域の小学校教員を対象としたプログラミング教育についてのアンケート調査で、

「プログラミング教育を指導するにあたり不安を感じますか」の質問に「とても感じる」「少し感じる」

の回答を合わせると90.3%あり、「不安の要因は何ですか」の質問では「自身の知識・経験不足」の回答が

52.8%と半数以上を占めた 4)。この問題を解決するには教授者らの多大な時間と労力が必要になることが想

像できる。そのため、プログラミング教育の学習支援として、ヒント等をシステムから学習者に対して直

接提供できることが望ましいと考える。このような状況が相まって教材や評価、教員研修の内容や学習支

援等の様々な角度からの研究が進められている。 

 そして、様々な特徴があるプログラミング言語の中で、プログラムを作る方法は大きく分けて 2つある。

１つはプログラムコード（命令文）を文字や数字、記号のみで記述するテキストプログラミングである。

文字を入力するため誤字脱字が発生したり、それぞれの言語の文法に沿った記述が必要なため文法エラー

や論理エラーとも向き合わなくてはならず、プログラミング初学者にとっては難易度が高い。そのため、

このエラーを利用した学習支援等の研究が進められている。もう一つはビジュアル型プログラミングであ

る。文部科学省が小学校プログラミング教育に関する研修教材として取り上げているため教育現場でも注

目されている。学習者が視覚的・直感的に操作ができ、また、基本的にコンパイルエラーが発生しないた

め取り組みやすい教材であるが、学習支援についての研究は数少ない。 

 上記の内容を踏まえ本研究では、初学者が取り組みやすいビジュアル型プログラミング言語である

Scratch5)を使って、プログラミングを体験する際のつまずき等に対して教授者らが予め作成したプロジェ

クトと、つまずき等が発生していると判断した時点の学習者が作ったプロジェクトを比較し、その結果を

学習者に直接提供する学習支援システムの開発を目的とする。 

 

２．学校教育としてのプログラミング教育が目指すもの 

 プログラミング学習支援のシステムを開発するにあたり、具体的にどんな支援が必要なのかを探るため

に、学校教育としてのプログラミング教育は何のために行うのか、また、既に実施されている諸外国のプ

ログラミング教育についての状況を確認する。 

 文部科学省は、学校教育におけるプログラミング教育の在り方について、現代的なテーマに焦点化した

教育も含め、どのような資質・能力の育成を目指すのかを三つの柱（①何を理解しているか、何ができる

か、②理解していること、できることをどう使うか、③どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を

送るか）で整理していくことに留意することが必要であるとしている。また、プログラミング教育とは、

子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるということを体験させなが

ら、発達の段階に即して、次のような資質・能力を育成するものであると定義している。 

  ①【知識・技能】 

   （小学）身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があるこ 

       とに気付くこと。 
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   （中学）社会におけるコンピュータの役割や影響を理解するとともに、簡単なプログラムを作成で 

       きるようにすること。 

   （高校）コンピュータの働きを科学的に理解するとともに、実際の問題解決にコンピュータを活用 

       できるようにすること。 

  ②【思考力・判断力・表現力等】 

   発達の段階に即して、「プログラミング的思考」（自分が意図する一連の活動を実現するために、ど 

   のような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせた 

   らいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といっ 

   たことを論理的に考えていく力）を育成すること。 

  ③【学びに向かう力・人間性等】 

   発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を 

   涵養すること。1) 

 そして、「プログラミング的思考」については、いわゆる「コンピュテーショナル・シンキング」（以下

「CT」とする）の考え方を踏まえつつ、プログラミングと論理的思考との関係を整理しながら提言され

た定義であるとしている 6)。 

 この土台となった CTについて Jeannette M. Wingは、「コンピュータサイエンティスト（コンピュータ科

学者）の思考法である」と定義し、コンピュータ科学者だけではなく、すべての人にとって基本的な技術

であり、すべての子供の分析的思考能力として、「読み、書き、算術」のほかにCTを加えるべきであると

した7)。CTに必要な代表的思考として、近似や簡略化、シミュレーション、再帰的思考、抽象化、分解、

冗長性、障害コントロール、誤り訂正、ヒューリスティックな推論等を挙げている。また、特徴の一部と

して 

  ・概念化のことであり、プログラミングではない。コンピュータ科学というのはコンピュータをプロ 

   グラムすることではない。コンピュータ科学者のように考えるということは、コンピュータをプロ 

   グラムできるということ以上のものである。それは複数の抽象レベルで考えることを要求する。 

  ・人間の思考法のことであり、コンピュータのそれではない。CTは人間の問題解決法であり、人間 

   がコンピュータのように考えることを目指すものではない。 

と表している。ここで重要なのはコンピュータ科学者のように問題を定義して解くということであり、プ

ログラミングを直接的に指すものではないと明確に述べており、課題が何であるかを理解し、その課題を

適切に解決する方法を考える力を培っていくことと捉えることができる。 

 このCTを踏まえた日本の「プログラミング的思考」について、平成28年に『小学校段階における論理

的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議「議論の取りまと

め」』や、中央教育審議会の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善及び必要な方策等について（答申）」で取り上げられ、令和２年には小学校プログラミング教育の手

引（第三版）が公表されている。この手引の中に指導例の記述はあるが、具体的なカリキュラム等は提示

されていないため、プログラミング初学者となりうる初等中等教育段階のプログラミング教育の育成につ

いても、どの段階で何の授業でどのような内容を提示するかは明確になっていない。そのため、日本の

「プログラミング的思考」の土台となったCTの諸外国の取り組みについて確認する。 

 太田らは、諸外国のプログラミング教育を含む情報教育カリキュラムに関する調査として、初等中等教

育において全国レベルでプログラミング教育が実施されている英国、オーストラリア、米国について報告

している 8)。英国（イングランド）では 2014年からプログラミング教育に重点をおいた新しい情報教育で
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ある教科コンピューティング（Computing）が実施され、そのために作られた QuickStart Computingの中には、

ナショナルカリキュラムをより詳細化し、体系的に学習内容を表した Computing Progression Pathwaysや教授

方法、評価方法等が含まれ、実質的な指導書となっている。Computing Progression Pathways で取り扱ってい

るのが、Algorithms（アルゴリズム）、Programming & Development（プログラムと開発）、Data & Data 

Representation（データとデータ表現）、Hardware & Processing（ハードウェアと処理）、Communication & 

Networks（コミュニケーションとネットワーク）、Information Technology（情報技術）の 6項目と、1～8の工

程Progress（段階）とで構成されており、表1がその一部である。 

 また、オーストラリアのナショナルカリキュラムについては ACARA（Australian Curriculum Assessment and 

Reporting Authority）が開発し、教科テクノロジー（Technology）として実施されている。教科テクノロジー

は、より良い未来を創生することを目的とし Systems Thinking（システム思考）、Design Thinking（デザイン

思考）、Computational Thinking（コンピュテーショナルシンキング）、Project Management（プロジェクトマネ

ジメント）の能力の獲得を目指しており、実施する授業は Design and Technologies（デザインと技術）と

Digital Technologies（デジタル技術）の科目から構成されている。 

 そして、米国においてはコンピュータ協会であるACM（Association for Computing Machinery）が、情報教育

について全米統一カリキュラムとして、2003年に A Model Curriculum for K-12 Computer Scienceを公開した。

2012年には、CSTAがCSTA K-12 Computer Science Standardsを公開し、コンピュータ科学を「コンピュータと

アルゴリズム・プロセスの研究であり、原理、ハードウェアとソフトウェアの設計、社会への影響を含む」

と定義した。2017年のこのカリキュラムはComputing Systems（コンピューティングシステム）、Networks and 

the Internet（ネットワークとインターネット）、Data and Analysis（データと分析）、Algorithms and Programming

（アルゴリズムとプログラミング）、Impacts of Computing（コンピューティングの影響）の 5 領域を扱って

おり、120 の学習内容を定義している。この内容を Level 1A：Grades K-2（Ages 5-7）、Level 1B：Grades 3-5

（Ages 8-11）、Level 2：Grades 6-8（Ages 11-14）、Level 3A：Grades 9-10（Ages 14-16）、Level 3B：Grades 11-12

（Ages 16-18）の 5つの発達段階で体験する構成になっている。この 3カ国のカリキュラムの学習内容を詳

細化し、比較・分類・分析を行い、その有無を一覧にして特徴を明らかにしているのが表2である。 

 このように各国のコンセプトはかなり幅広く、多岐にわたるものである。また、各国の定義に細かな点

で違いはあるが、「抽象化」や「デコンポジション」、「一般化」や「評価：ユーザ要求」、「初歩の協働」

や「初歩のアルゴリズムとプログラム」等、共通内容も多々存在しており、今後、日本のプログラミング

教育のカリキュラムを検討する際に、参考にする必要があると考える。 
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  表1 Computing Progression Pathways（一部抜粋）9) 
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３．Scratchと Scratchを使用したプログラミング学習支援についての先行研究 

 CT を踏まえた日本の「プログラミング的思考」を育成するために、文部科学省が研修教材として取り

上げているScratchの概要と、Scratchを使用したプログラミングの学習支援を対象とした先行研究について

述べる。 

 

3.1 Scratch 

 Scratch はマサチューセッツ工科大学（MIT）のメディアラボで生み出された。フリーソフトで、ダウン

ロード不要で使用することができ、ビジュアル型プログラミング言語を採用しており、8 歳から使うこと

ができる手軽さを備えている。ブロック等の視覚的に理解しやすいオブジェクトをドラッグ&ドロップの

簡単なマウス操作でプログラミングができる言語であり、図1がScratchの画面構成である。 

 プログラミングは「スプライト」というキャラクターの動きをブロックを組み合わせて作成していく。

「コードブロック」には「動き：18個」、「見た目：20個」、「音：9個」、「イベント：8個」、「制御：11個」、

「調べる：18個」、「演算：18個」、「変数：5個」の 8種類、計 107個のブロックがあり、また、自分で定

義することも可能である。ブロックの特定の場所には文字や数値、他のブロックを挿入することもできる。

表2 英国(UK)、オーストラリア(AU)と米国(US)の情報教育カリキュラムの 

初等(初)中等(中)別の分類（一部抜粋） 
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プログラムを実行するとスプライトが「ステージ」という領域で動作したり、音が鳴ったりする。 

 

3.2 Scratchを使用したプログラミングの学習支援についての先行研究 

 今日、様々な形態でプログラミング教育の授業が実施され、授業内容や教材、評価等の多種多様な研究

が進められており、ここでScratch環境でのプログラミング学習支援の先行研究について確認する。 

 太田らは、小学校段階の児童のプログラミング能力の発達段階を意識し、Scratchのプログラミング内容

に対応して8分類4レベル、計32個の評価項目を定義し、また、プログラム内の機能（例えば得点を計算

する、キャラクターをジャンプさせる等）に着目し、含まれる機能の種類や数等で、プログラムの内容や

規模を自動分析できるシステムを実装した。これにより、指導者が学習者個人ごとの学習状況を把握し、

個別に適応した指導を行う手助けをすることができ、学習者も主体的にプログラムを見直すきっかけとな

るとしている 10)。 

 槇原らは、小学校でのオンラインプログラミング教育支援として、Scratchプログラミング環境を利用し

たシステム「CRAVER」を構築している。学習者用 UI からソースコードの編集履歴を取得し、教員用 UI

において全学習者の編集履歴を可視化した、コードメトリクスの一覧機能を提供している。教員やティー

チングアシスタント（TA）はこれらの機能を用いて学習者全体の進捗を確認でき、制作作業が遅れてい

る学習者や不適切な変数名等を使用している学習者のソースコードを確認することができるとしている 11)。 

 このように Scratch環境でのプログラミング教育の学習支援として、学習者の CTについての獲得状況を

把握するために、教授者らや学習者に様々な項目を定義し評価した結果を提示する研究が進められている

が、学習者への支援内容については教授者らの経験等が影響を及ぼす。 

 

４．Scratch環境でのアルゴリズムに着目した学習支援の検討 

 Scratchを使用した学習支援についての先行研究では、学習者が作成したプログラムの機能や編集履歴等

図1 Scratchの画面構成 
ブロックパレット 

コードエリア ステージ 

スプライトリスト 

ブロック(コードブロック) 

スプライト 
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で学習状況を把握していることがわかった。プログラムの機能を作る際の学習者の行動は、課題を理解し、

その課題を適切に解決するために複数の方法を試みるため、編集を繰り返すことになる。この解決方法を

見出すには無作為に試みるのではなく、単一の課題を解決した経験を踏まえ、手順を意識して方法を組み

合わせることで複雑な課題を解決できることに気づく必要がある。この課題を解決するための手順や組み

合わせを試すことは、アルゴリズムを考えるということになる。また、表 2の３カ国の情報教育カリキュ

ラムについて見てみると、初等に関する項目の「〇」の合計数から初等で学ぶ内容として「(1)コンピュ

テーショナルシンキング」と「(4)アルゴリズム」を重要視していることがわかる。そこで本研究では、

Scratch環境で初学者がつまずきやすいアルゴリズムに着目し、システムから学習者に対して直接的な学習

支援を検討する。 

 

4.1 Scratchプロジェクトの構成と JSON形式 

 ScratchはWeb版とデスクトップ版があり、い

ずれも作成したものはプロジェクト単位で保

存される。プロジェクトの情報は「（プロジェ

クト名）. sb3」という形で保存され、その中に

は画像データや音データと一緒に project . json

（以下「JSONファイル」とする）という JSON

（JavaScript Object Notation）形式のファイルがあ

り、スプライトやコード等についての情報が

記されている。 

 JSON 形式は、テキストをベースとした軽量

なデータ交換を行うためのデータフォーマッ

トとして作られ、オブジェクトを「{ }」で囲

み、配列を「[ ]」で表す。また、キーと値をコ

ロンで区切って記述し、カンマで区切ることでキーと値の組み合わせを複数記述できる。図 2はその簡単

な例である。そして、値を参照するにはキーやインデックスを指定する。例えば①の"鈴木"を参照したい

場合は「〇〇〇 . name」で取得でき、また、②の"旅行"を参照する場合、配列の部分は0から始まるインデ

ックスを指定し「□□□ . [ 1 ] [ ' hobby ' ] [ 2 ] 」で取得できる。 

 

4.2 JSONファイルの分析 

 図 3のようなScratchのシンプルなコードを作成しながら JSONファイル

を確認していく。まず、第 1 レベルの階層は「targets」「monitors」

「extensions」「meta」の 4 つのオブジェクトで構成されている。その中の

「targets」オブジェクトの値は配列になっており、最初の要素は「背景」

オブジェクトで、次から「スプライト」オブジェクト毎に格納されてい

る。共通の要素として「isStage」「name」「variables」「lists」「broadcasts」

「blocks」「comments」「currentCostume」「costumes」「sounds」「volume」

「layerOrder」の 12 個があり、その他に「背景」オブジェクトには

「tempo」「videoTransparency」「videoState」「textToSpeechLanguage」が、「スプ

ライト」オブジェクトには「visible」「size」「direction」「draggable」「rotationStyle」の要素がある。また、先頭

図2 JSON形式の簡単な例 

① 

②

 

キー 値 

図 3 シンプルなコード
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のブロックにはさらに「x」と「y」の要素が追加されている。 

 そして、図 4 のように「背景」オブジェクトは「isStage」要素の値が「true」で、「name」要素の値が

「Stage」になっており、「スプライト」オブジェクトは「isStage」要素が「false」で、「name」要素の値が

各スプライトの名前になっている。この「isStage」と「name」の値で「背景」オブジェクトか「スプライ

ト」オブジェクトかを判断できる。 

 そして「背景」や「スプライト」のブロックについての情報は「blocks」要素に格納され、1つのブロッ

クは1つのキーと 7個の要素から構成されており各ブロックのキーはその都度、半角英数や記号等でラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 JSONファイルの「背景」「スプライト」オブジェクト（一部抜粋） 

「スプライト」オブジェクト 「背景」オブジェクト 

表 3 各ブロックと「opcode」等の構成の一覧表(一部抜粋)

図7 「背景」オブジェクト一部抜粋 
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ダムに生成されている。また、「opcode」には各ブロックの固有の名称が設定されており、各ブロックと

「opcode」の関係や「inputs」「fields」の構成を明らかにするために一覧表を作成した（表3）。 

 また、「blocks」に格納されるブロックの順序は、コードエリア上で連結されたブロックの順序ではなく、

ブロックパレットからコードエリアへドラッグした順になっている。各ブロックには「next」と「parent」

要素があり、そのブロックに対して上に配置されたブロックのキーが「parent」に、下に配置されたブロ

ックのキーが「next」に格納される。先頭ブロックの「parent」には「null」が格納され、最終ブロックの

「next」にも「null」が格納される。この「parent」と「next」の値を使ってブロック間の連結順序が明らか

にできると考える。 

 次に、図 5 のような少し複雑なブロックを使用したコードの

JSON ファイルを確認した。このような場合では①「もし〇〇な

ら」ブロック(opcode:control_if)、②「〇〇色に触れた」ブロック

(sensing_touchingcolor)、③「〇〇へ行く」ブロック(motion_goto)、④

「どこかの場所」ブロック(motion_goto_menu) の4個のブロックか

ら成り立っていることが分かった。この 4ブロックの関係を図 6

に示す。❶と❷と❸のブロックの関係について、❶の「next」と

「parent」には「null」が設定されており、❷と❸の「parent」には❶のキーが設定されている。❶の「inputs」

要素の「CONDITION」に❷のキーが、「SUBSTACK」に❸のキーが設定されている。❸と❹のブロックの

関係は、❸の「inputs」要素の中に❹のキーが設定され、❹の「parent」に❸のキーが設定されている。こ

のように複雑なコードになるにつれブロック間の関係も複雑化し、それぞれのブロックが固有の特徴を持

つことが分かった。これについては更に調査中である。 

❶ 
❷ 

❸ ❹ 

図6 各ブロックの関係 

❶ 
❷ 

❸ 
❹ 

図5 少し複雑なコード 
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５．JSONファイル分析のシステム概要 

 本研究において検討するシステムの概要は次のとおりである。プログラミング教育において学習者が

Scratchプロジェクト作成を体験するにあたって、教授者らは予め問題と模範解答を作成しておく。そして

学習者はまずシステムを起動し、問題を確認しながらScratchプロジェクトを作成していく。システムは学

習者のマウスとキーボードの入力装置を監視し、一定時間変化がない場合はプログラミングが順調に進ん

でおらず、つまずいていると判断する。つまずいていると判断した場合、学習者のプロジェクトを展開し

て得た JSONファイルと模範解答の JSONファイルを比較し、その結果を基にしたヒント等のウィンドウ

を画面に表示する。 

 開発環境はPython 3.10.7 + Visual Studio Code 1.76.0 を使い、Windows上で動作するアプリケーションとして構

築し、分析する JSONファイルは Scratch3.0で作成されたものを対象とする。プログラム等で JSON形式の

データを操作するにはテキストデータを JSONオブジェクトに変換し、キーやインデックスを指定して値

を得る。アルゴリズムに重点をおいて比較するため、各ブロックの「next」と「parent」の値を基にブロッ

クの連結順序を把握する。図 7のようなブロックの配置から JSONファイルを分析し連結順序を表示した

が、メニューを選択するブロックの内容を取得できなかったため、ブロック固有の特徴を判断することで

図 8のように表示することができた。 

 ブロック内には「inputs」要素や「fields」要素が固有の構造を持つものがあり、また、各ブロックによ

り項目名も異なっているため、そのブロックごとの判別が必要になることが分かった。現在はそれぞれの

ブロックを分析・判別するプログラムを作成中である。 

 

６．おわりに 

 Scratchプロジェクトの JSONファイルを分析し、「next」と「parent」要素を使ってブロックの連結順序を

把握することができた。 

 今後はさらに複雑な構造を持つブロックの特徴を調査し、システムに個々を判別する機能を追加してい

図8 接続順序② 

"sound_playuntildone"の中の"sound_sounds_menu"が表示された 

"sound_playuntildone"の中の 
"sound_sounds_menu"が 
表示できていない 

図7 接続順序➀ 
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く。プログラミング教育の中心となるアルゴリズムに着目し、学習者に次の手順についてヒント等を与え

ることで、課題やブロックの機能について理解する力を養い、つまずきや挫折を少しでも回避できるので

はないかと考える。 
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スクールカウンセラー School Counselor    

 

要旨 

本稿は 2021年 12月 11日にオンラインで開催した柴田学園大学生活創生学部公開研究会「子ども

の権利と学校・家庭・社会」の記録である。学校における多職種連携というテーマで、スクールソ

ーシャルワーカーや、スクールカウンセラー等の、教員以外の専門職の役割、その課題について、3

名の専門家からの報告、参加者を含めた議論を行った。 

その結果、スクールソーシャルワーカーについては青森県でも導入がされつつあること、待遇や

教員との連携などに課題を抱えていること、このような課題は他の県に比べ、青森県のスクールソ

ーシャルワーカーは東北地方の他の県に比べ、福祉資格所有者が少ないことや、学校外との連携の

部分で課題を感じていることが明らかになった。またスクールカウンセラーについても、相談を受

けた児童生徒個人だけではなく、学校や家庭との調整を要するケースがあり、そのような場合に支

援に課題を感じることが明らかとなった。 
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１．はじめに（小野） 

本研究会は、「『個』の尊重と学校教育」としてこれまでも開催してきた1)ものですが、今回から

は「子どもの権利と学校・家庭・社会」と名称を改め、学校だけではなく、家庭や社会全体に目を

向け、広く子どもの権利について考えるための研究会としました。そして今回の研究会では、学校

における多職種連携という副題をつけています。これは子どもたち自身も、子どもたち取り巻く環

境も多様化していく中で、学校内外において子どもたちの権利を守るために、特に学校の中では当

然メインは先生ということにはなるんでしょうけれども、スクールソーシャルワーカー（以下、

SSW）、スクールカウンセラー（以下、SC）等の、教員以外の専門職の方々がどのようにその役割

を果たしていいのかと、そこはどのような課題が今あるのかなどについてお話を伺おうと思ったこ

とからゲストの方々にお声をかけさせていただいたということでございます。 

昨年度の研究会では弁護士の鍋島先生の方からスクールロイヤー、学校内弁護士のお話を伺いま

したが、実際に学校では専門職の方々もちろんですけど、学校事務の方々を含めて子どもたちのた

めにそれぞれの役割を果たしていると思います。 

今回は SSW、SCということです。それぞれ何をしているかということはもちろんですが、教員を

含めて様々な専門職の方々がどのように連携して子どもたちの権利を守ろうとしているのか、そう

いうことを今日の研究会で、答えが出るわけではありませんが、どうなっているのか、どうしたら

いいのかということを皆さんで考える機会になればいいなと思っております。 

 

２．青森県の SSWの現状（渡辺） 

それでは早速、子どもの権利と学校、家庭、社会ということで、青森県の SSWの現状ということ

でお話させていただきたいと思います。 

（１）SSWの概要 

SSW、皆さんご存知の方も言えば、これって何って言う方もいると思います。そもそも SSWとい

うのは、国のスクールソーシャルワーク活用事業というものが文科省でありまして、それが各都道

府県、青森県でも実施されている事業になります。青森県では各教育事務所、青森市・八戸市は中

核市なので青森市・八戸市独自なんですけれども、それぞれの教育事務所の方でスクールソーシャ

ルワークの活用事業というのが行われています。 

この教育事務所というのは、青森県教育庁の支店みたいな形になっておりまして、一括で青森県

の方でやるのは大変なので、それぞれの支店みたいな形で置いてあるのが教育事務所にあります。

私は中南教育事務所で SSWをしております。 

SSWはそれぞれの事務所に現在（＊2021年 12月）はそれぞれ 3名から 5名程度で計 28名おりま

す。高校は県直轄でいるんですけれども、県立高校でもそれぞれソーシャルワーカー7名、全部で35

名程度の人数になっております。 

昨年度と比較しても少しずつ 1名、2名程度なんですけれども増えているような状況になります。

中南教育事務所では 7市町村、弘前市を中心として平川、黒石、大鰐、藤崎、田舎館、西目屋村の 7

市町村を管轄する中南教育事務所になっております。 

その中で、公立の小学校・中学校は77校合わせてあります。今年度SSWの定期派遣の学校という

のは、中南教育事務所としては 25校となっております。去年も 25校で一昨年は 23校ぐらいになっ

ているので、近年大体 24 校ぐらいになっております。内訳はそういうような感じで見ていただけれ

ばいいんですけども、やはり弘前市が多いので小学校中学校合わせても多い形になります。田舎舘
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村は一町村一校、大鰐もそのような状況ですので、全部で 25 校になります。中南の方には私を含め

て 5名の SSWいますので、担当制になっており、1人 5校担当しまして、それぞれの学校さんで活

動しているというような形になります。年度年度でスクールソーシャルワークの活用事業はありま

すので、今年度は 25校ですが、来年度に関してはもしかしたら 26、7校と増えていくかもしれない

です。 

各小学校から市町村の教育委員会に今年度スクールソーシャルワークの派遣をお願いしますとい

う申請を出すことで、中南教育事務所を経て青森県教育庁の方で申請許可が下りて活動できるとい

うような形になっております。 

勤務時間の方が 1日大体 7時間 45分までの間で、週 29時間以内の活動になります。年間大体 600

時間の勤務時間になります。そして、会計年度任用職員という形になっておりまして、いわゆるパ

ートみたいな感じです。 

この SSWになるためには、社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉に関する専門的な資格を有す

る者というものと、あとは過去に教育や福祉の分野において活動の経験の実績があって、福祉や教

育に関して専門的な知識技術を有する者のどちらかで青森県の教育庁が委嘱する形になります。 

SSW が学校に行く方式はいくつかあり、中南教育事務所では、派遣方式という方式をとっており

ます。青森県内でも中南では派遣方式ですが、他の教育事務所さんは別の方式をとっているところ

もあります。派遣方式というのは、SSW を教育委員会に配置して学校からの要請に応じて派遣する

という形です。それ以外のところだと巡回方式といって、教育委員会に配置するのは同じですが、

複数校を定期的に巡回していく方式もあれば、単独校配置方式といって特定の学校だけに配置する

やり方ですとか、拠点校配置方式といって拠点校に配置して、例えば中学校学区で近隣校小学校と

かを巡回したりというような方式もあります。 

さらに、派遣方式以外でも、もし例えば 2 学期の中旬ぐらいからちょっと登校を渋る子が出てき

たのでぜひソーシャルワーカーさんにお願いしたいというのであれば、随時派遣をすることも可能

でして、学校さんから市町村の教育委員会の方に申請を出すことで、随時派遣という方式もやって

います。 

支援対象については、子どもたちを通してその家庭を見ていくわけですが、例えば家庭生活に問

題があったりする、校納金が遅れがちあるいは滞納しているですとか、自宅がゴミで散乱している

ですとか、そういった家庭生活に問題がある場合だったり、あとは子どもさんの方に発達に問題が

あったり、ちょっと子どもが鬱状態になっているけれども病院にきちんと保護者さんが連れて行っ

てあげれないとか、そういうような形で問題がある場合、あるいは虐待があったような家族関係に

問題がある場合、家庭不和だったり、ヤングケアラーで兄弟姉妹の世話をしていたり。あと登校し

ぶりがあるというような場合等に活動をしております。今は発達に課題があって虐待があったりし

て、家族関係も不仲で、さらに登校しぶりがあって、ヤングケアラーで…いうような感じで、一つ

の問題だけではなく 2、3、4 個、すごく複合的な形での問題を抱えている子どもたちの方が多くな

ってきているような現状になっております。 

報道でも見聞きされている方もいると思いますけれども、児童生徒の抱える問題の件数、不登校

は年々多くなってきていますし、発達障害や家庭環境に関する問題もやはりすごく多くなってきて

います。令和元年度のもので少し古いですけれども、今も 1,000件以上超えているような形になって

きています。すごく不登校の子も増えてきていますし、昔だと中 1 ギャップとかご存知の方もいる

とは思いますけども、何か中学校から不登校みたいな子が多かったのですが、今は小学校の方が小
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学校からの不登校の方が逆に多くなっているのが現状です。 

ですので、やはり中学校からというよりか、小学校から継続しての不登校であるというのがすご

く多くて、やはり小学校卒業して中学校に上がったときにどうしても学校に行けないっていうとこ

ろがあって不登校に関しては長期化、低年齢化しているのが現状となります。 

（２）SSWの職務内容 

先ほども少し触れましたけれども、SSW の職務内容ということで、青森県の中での実施要項の中

に書かれてあるのは、児童生徒が置かれた環境への働きかけをまず行います。あとは関係機関、児

相だったり警察だったり病院だったり、ネットワークの構築、連携調整をやります。そして、学校

の中でのチーム体制の構築ですね。教頭先生を中心として、クラス担任の方、養護教諭はじめ、学

校の中での先生方のチーム体制の構築や支援の方もさせてもらっております。あとは保護者とか教

職員に対しての支援ということで、保護者に対しては面談を行ったり、教職員に対しては、例えば

こういうようなお話し方をすれば良いんじゃないですかというようなアドバイス（コンサルテーシ

ョン）をしたりとか、情報提供の方もさせてもらっております。 

あとは少ないですけれども、教職員への研修指導や、業務内容の報告などがあります。所属長が

認める職務っていうのもあります。所属長が認める職務ということで、例えば生徒指導の会議なん

かも中南管内で行われるので、そういうようなものに参加するというような活動もあります。 

具体的に学校でどういうことをやっているのかということでいうと、例えば校長先生や教頭先生

や担任の先生、養護教諭の先生などからちょっとこの子どうなんだろうな、気になるなっていう子

どもたちの情報を共有していきます。あとは学校の中を回ってちょっと何かゴミが落ちていたりと

かするようなところとか、教室の中ちょっと汚いなとか、そういうところの観察から子どもたちの

観察っていうのもあります。気になる子今日来てるかな、学校来ているかな、ちゃんと授業を受け

てるかな、友達と話できてるかな、というようなことを観察していきます。 

学校さんに応じて、子どもとの面談、保護者との面談、後は不登校の子なんかは家庭訪問なども、

先生と一緒に行ってお話したりすることもあります。学校側への資料を配布してアドバイス（コン

サルテーション）ですね。例えば、発達支援の子なんかについては、こういうような特徴がありま

すよ、こういうような声がけした方が良いんじゃないですかというようなアドバイスですとか、あ

とは校内でのケース会議や関係機関との連携のケース会議への参加ですね。要保護児童対策地域協

議会なんかも含めまして、ケース会議への参加などもあります。 

中学校では特に生徒指導会議っていうのを希望に応じて週1回ですとか月 1回あるところもあるの

で、生徒指導会議などに参加して、こういうようなところを確認してみてはどうですかとかとうい

うような形で話したりしております。あとはケース会議をやった後に関係機関への報告だったり、

今こういうような現状ですよっていうのを関係機関と繋いだりとかして情報提供とかもしておりま

す。 

あとは記録書なども作成しています。このような活動をしているんですけれども、児童生徒との

教育相談の充実についてということで、文科省から平成 29 年に教育相談体制づくりのガイドライン

というのが示されております。 

その中でSCとともに、SSWも、いじめ等の未然防止、そして早期発見および支援対応などという

ことで、地域のアセスメントと教育委員会への働きかけや、学校アセスメントと学校への働きかけ、

そしてケースアセスメントですね、保護者からの相談対応とか、あとは地域アセスメントの関係機

関地域への働きかけということで、ケースワークだけではなく、グループワークそしてコミュニテ
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ィソーシャルワークのような形でもぜひ動いてくださいというようなガイドラインが示されており

ます。 

また、学校の方で不登校とかいじめが発見された場合は、そういうようなときの援助も積極的に

行ってくださいというような形でのガイドラインが示されております。児童生徒および保護者との

面談、およびアセスメントから見直しまでということで、アセスメントしてプランニングしていく

っていうところ、あとモニタリングしていくというところですね。 

あとは学校内の連携、そして学校の中での支援チーム体制の構築支援。これがやはり重要かと思

いますけれども、やはりこの子をチームで見ていきましょうよっていうところをソーシャルワーカ

ーさんお願いしますねということで、チームを作ってくださいというようなところも記載してあり

ます。 

あとは、これは本当にコミュニティソーシャルワークになるかとは思うんですけれども、自治体

における体制作りですね。中南管内には 7 市町村ありますけれども、それぞれの自治体の特徴を生

かした自治体における SSWの体制作りへの働きかけをしてくださいよというようなところがガイド

ラインとしてあがっております。 

（３）SSWの活用に関する課題 

SSWを効果的に活用するためにということで、なかなかこの SSWが活用されていない。多分皆さ

んご存知の方は少ないと思います。ですので、知られていないんだなということで、より SSWを効

果的に活用していただけるためには、やはり学校の担当者やコーディネーターですね、ほとんどは

教頭先生かなとは思うんですけれど、中には生徒指導担当の先生もおります。学校の担当者を確実

に配置して、その担当者が教職員と SSWとのパイプ役になることで、相互の信頼関係を築いていく

ことが大切じゃないかなと思っております。 

教育委員会とか市町村教育委員会、関係機関が活用する役割というのを、それぞれきちんと認識

した上で、チームによっての教育相談体制を構築する必要があるのではないかなと思っております。

私は SSW4年目になりますが、今年度ようやくこの SSWを活用するためにということで、青森県の

教育委員会の方から SSWでこういう人材なので、教育委員会ではこういうような役割をしてくださ

い、学校の中での担当者はこういうような役割をしてくださいというような役割分担ができてきま

した。本当にこれがスタートラインになってくるのかなと思っております。 

ただ、SSW を広めていってより具体的に専門性のある活動にするためには、やはり日々の積み重

ねも必要なのかなと実感しております。具体的な職務内容についてはお話しましたが、実際のとこ

ろでいうと早期発見どころか初期対応をちょっとまずってしまって学校さんと保護者さんとの間に

ちょっと溝ができてしまって、にっちもさっちもいかないので SSWに、何とか学校と保護者との間

を取り持ってくれませんか、というような相談もあるぐらいアウトリーチはできていない現状で、

早期発見というのは本当にできていない状況です。そこからアセスメントしていくわけですね。子

どもたちの抱える状況、例えば発達障害がある親との関係がどうとか、あとは滞納があるかとか、

そういうようなところをアセスメントしていきます。 

本来は、一人一人の子どもたちについてケース会議が開催できればいいのですが、忙しい中で動

いている先生たちですので、その中でも本当にケース会議やらなきゃいけない、切羽詰まってる場

合にのみケース会議が開催されているのが現状です。 

まだまだ学校現場では、ケース会議をやるというところのハードルがすごく大きいのが現状にな

ります。支援計画の検討もやはり生徒指導目線での支援計画になりがちで、やはり福祉的な子ども



小野 昇平 渡辺 春華 狩野 俊介 萩臺 美紀 本山 敬祐 

- 30-  

 

の権利というところを考えると、子どもの気持ちや家族関係に着目した支援計画っていうのは難し

いというのが現状になりますね。支援成果の評価というところも、やはり SSWとして関わる評価、

学校の評価、子どもがこの課題をクリアしたという評価、いろんな評価が出てくると思いますけど

も、その評価もなかなか現状としては定まっていないっていうのがあります。 

先ほども少しお話しましたけれども、やはりケースワークだけではなく、メゾ、そして、マクロ

的な視点で私達 SSWが関わっていかなければなりません。私達が関わっている子どもたちには発達

障害の子だったり、虐待だったりヤングケアラーだったり様々いますけれども、実際にかかわって

いる子どもたちは、そういった中の本当に氷山の一角に過ぎないのではないかと。地域には本当に

そういうような子どもたちがいて、支援もできずにいるっていうようなところがすごくあるので、

やはり地域として子どもたちを支えていく方法を考える必要があります。 

ただその一方、やはり家庭への介入の難しさが、不登校および虐待に拍車をかけていると思って

います。いじめだったり不登校だったり虐待だったりいろんな対応が学校ではなされていますけれ

ども、それはやはり教育目線での対応になるので、福祉的な目線での子どもたちへの対応はなされ

ていません。やはり学校としてはシステムとしての学校を運営するというような形で動いているの

で、校長先生や教頭先生はじめ管理職の先生方が学校をどのようにマネジメントしていくかという

ところとの兼ね合いで、なかなか物事が進んでいかない、すぐに対応するところまでいかないのが

現状です。 

様々な課題がありますが、課題として私が思うのはソーシャルワーカーとしての専門性が現状で

は保たれていないというところです。社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持った方々だけで

はなく、学校職員の方も SSWをやっているのが現状なので、そういう意味では私達を含め OJTです

ね、専門性を生かせるような研修体制、そして環境というのをまず構築していくことが必要なので

はないかと今は思っています。 

 

３．東北地方における SSWの現状と課題（狩野） 

（１）SSWの導入過程 

今回私の方では、東北地方で SSWの方を対象とした調査結果から何かお話できる部分があるかな

というところです。 

この SSW活用事業に関しては、2008年から文科省の事業として元々モデル事業というところから

開始しています。これ以前には各地域で先駆的な取り組みとかをされているところですが、全国的

に始まったのが 2008年からです。さらにその 10年後に第三期教育振興基本計画というものが出され

ていて、その中に SSWの配置の実現を目指しますということが掲げられているようになっています。

さらに、中教審の方でチームとしての学校のあり方と今後の改善方策ということで、教職員以外の

専門スタッフの参画が求められていて、SCもそうですけれども、その中にSSWも教員以外の専門ス

タッフとして位置づけられているようになっています。 

こうした中で SSWの学校における標準的な職務内容等を法令上明確化することが謳われていたり

します。それ以降に学校教育法施行規則の一部が改正され、SSW は、小学校における児童の福祉に

関する支援に従事するということで法令上位置づけられたというのがスクールソーシャルワークに

関する制度の動向の中でも大きなものなのかなと私自身認識しています。もちろん SCも位置づけら

れています。 

直近ではヤングケアラーの支援に向けたプロジェクトチームの報告の中に、ヤングケアラーを発
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見や把握した際の支援というところで、SSW の活用が掲げられていますし、コロナ禍での児童生徒

の自殺と対策についても SSW の支援の促進などが掲げられたりしています。2008 年から 13 年ぐら

い経過しているところですけれども、SSW に対する学校現場からのニーズというものは非常に増え

てきているのかなというのが制度の動向から見てわかることかなと思います。 

（２）学校を基盤としたソーシャルワークのあり方 

学校を基盤としたソーシャルワークというところで、先ほど渡辺さんの話にもありましたように、

SSW というのは学校を基盤に児童生徒の問題を個人と環境との関係から捉え、その問題を抱えた児

童生徒に寄り添い家庭環境などの環境面に働きかけを行う社会福祉の専門職という形で定義するこ

とができるのかなと思います。 

また SSWが大切にするべきものとしては、やはりその子どもたちが有する権利を意識する必要が

あるんだろうと思います。こうした権利侵害に対して SSWは敏感でありながら、学校を拠点に、学

校と関係機関との連携の中で役割を果たしていくというのが SSWの専門性なのだろうと思います。 

ときに SCと SSWはどう違うのですかとか、学校の先生と SSWはどういうところで関わりが変わ

ってきますか、というようなことを私自身も SSWとして活動していたときにお話を頂戴したことが

あります。これは私なりに少し教育と心理と福祉という学校現場においてどう違いがあるのかをイ

メージしたものになりますが、三つの軸として縦軸は関わりとか対応っていう質的な部分での指導

的か支持的かというところと、横軸ではケアの側面で心理の側面か生活の側面かというところと、

あとは斜めにその個別性か集団性かという三つの軸でそれぞれの専門性の職種の専門性をイメージ

して位置づけたものがこのスライドになります（図 1）。 

図 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWと SC、教師との専門性を比較すると、SSWはやはり関わりや対応というのが支持的であり、

ケアの中身としては生活面のケアに重点を置くというところがその専門性なのかなと思います。 

また教師との関連で言えば、どうしても先生方はクラスや学校全体を重視しますし、児童生徒の

集団性と集団で見なければいけないという業務上の縛りもあるかと思いますけれども、SSW は生き

にくさとか問題を抱えた子ども児童生徒を個別に捉えていくという部分で、やはりその学校の先生

との視点の違いといいますか、子どもたちの捉え方の違いが出てくるのかなと思います。こうした

それぞれの専門職が学校現場において連携協働するような専門性を理解できるような形で整理され

ていくと、専門性の違いによる齟齬みたいなことが生じにくくなるのかなと思っています。 

また先ほど SSWは生活面に対応していきますというお話をしましたけれども、子どもさんたち、

児童生徒の生活の場には、学校と家庭というものがあるように思います。こうした二つの生活の場

と子ども自身の心身の発達との関連から子どもたちの側面に生じている問題っていうのが出てきて
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いるのだろうと思います。もちろんこれが全てということではありませんが、SSW として子どもた

ちが生活する学校と家庭という二つの生活の場としての環境と、子ども自身の心身の発達という子

どもと環境との作用関係から問題が生じていると捉えるのがソーシャルワーカーとして大切な視点

かなと思っています。 

そして、学校というのはその子どもにとって学びとか、発達が保障される場であって、家庭は生

活であったり暮らしであったり、養育という部分が保障される場であるということができるのです

が、子どもたちはこうした二つの環境を日々行き来して生活を送っています。ただ先ほど渡辺さん

の話にもありましたように、学校の弱みとして、やはりこの境界線をまたいで学校の先生が家庭の

支援をするっていうところは非常に難しい。それゆえ、やはりそういったところで SSWの役割とい

うのも、アウトリーチ、家庭訪問とかですね、その環境に直接出かけていって働きかけるというこ

とも大切になるのかなと思います。 

ただ一方で、SSW が、先ほど会計年度職員だというお話もありましたけれども、常に学校現場に

いるわけではなく、限られた時間の中で活動している部分もあるので、どうしても十分に家庭に対

して、保護者に対して、支援ができるかというとそうではない部分もあります。やはり SSWは学校

を基盤にして活動するわけですけれども、その家庭を支援するような地域の関係機関と連携ネット

ワークを作って、この家庭で過ごす子どもと保護者を支援していけるようなネットワークを作って

いくことが求められるわけです。 

ここではコミュニティソーシャルワーカーを一つの例として挙げましたけれども、やはり学校と

いう子どもの生活の場を支援するということと、家庭という子どもが生活する場を支援するという

二つの支援体制を構築していくところが、SSW には求められるのかなと思っています。もちろん学

校での支援と家庭での支援は別々ではなく、そうした二つの支援体制を SSWとかコミュニティソー

シャルワーカーが連携する中で、この行き来する子どもの生活や権利を支えていくところが SSWの

活動のイメージするところなのかなと思います。 

さらに、ソーシャルワーカーが支援する実践のレベルとして、ミクロ、メゾ、マクロの三つの領

域で捉えて支援すると言われています。ミクロというのは、直接その子ども自身やそのご家族であ

るレベルをミクロレベルと言います。メゾというのは、家族ほど親密ではないですが学校で言うと

学級であったり友人であったりだとか、あとは関係機関とかですね、そういうレベルをメゾンレベ

ルといいます。マクロレベルはその社会の制度とか文化というような社会上の問題とかですね、社

会計画とか地域の組織などを指してマクロレベルと言います。 

つまり学校を基盤とするというのはどういうことかといいますと、ミクロレベルですと子どもを

中心に直接子どもさんとかご家族とかもしくはその担任の先生に対してこう働きかけや支援をする。

メゾンレベルでは、その学校を基盤とした支援というところで、学級であったり、校内支援体制を

作ったりとかですね。または関係機関との連携体制を作るというところでのメゾンレベル。また、

マクロレベルでは教育行政、もちろん SSWの事業とかも含めてですけれども、そういった事業計画

であったりだとか、もしくは子どもに関連する子ども食堂みたいなものを新しく創設することであ

ったりすることがマクロレベルとなります。こういった三つの実践レベルを総合的にアプローチす

ることが求められているということです。 

これは私の勝手なイメージですけれども、ちょっと閉鎖的であったりだとか、どうしても先生方

が自分たちでどうにかしようと抱え込んでしまいがちだったりする学校に対して、地域とか行政の

方から協力を得ながら運営していけるように、またそうした地域とか行政を作っていくことで、学
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校で生活する子ども一人一人の生活が保障されていくのではないか、そういった視点で捉えてみる

と、この三つのレベルはそれぞれ別々に実践されるのではなく、それぞれ往還的といいますか、繋

がりがあるもので、ゆえに包括的にアプローチしていくことが SSWの支援として求められていると

ころだと思います。 

（３）青森県における SSWの状況 

そうした SSWの活動状況について、東北地方で活動されている方々を対象とした調査を行ったこ

とがございますので、その結果から東北地方の SSWの現状と課題というところでお話をしていきた

いと思います2)。 

青森県と他の青森県以外の分析をしてみると、青森県においては教員免許を持たれている方が少

し多いように見えますけれども、実際に他の県と青森県を比べてみると、やはり青森県の方がソー

シャルワークの資格を有していない人が多いという結果でした。SSW の配置形態として、青森県で

は派遣型で活動されている方が多くて、青森県以外では配置型で活動されている方が 3割4割ぐらい

ですけれども、この辺りも配置形態の違いが見てとれるかなと思います。 

青森県とそれ以外のスクールソーシャルワーク業務の実施状況の違いを見てみますと、例えば学

校組織への働きかけや教職員に対する支援みたいなものに関しては、青森県以外の県よりも青森県

の SSWは実施できていると評価しています。一方で青森県以外の方が高い項目を見ますと、児童生

徒の地域への働きかけとか、関係機関とのネットワークの構築という項目で青森県以外の方が得点

が高く、このあたりが少し特徴的な部分かなと思います。 

SSWが感じている SSW活用事業の課題として、どんなことを課題として感じてますかという記述

を書いてもらった部分があるんですけれども、書かれていた単語の数からその特徴を見てみますと、

やはり、理解が十分に得られていないという課題を抱えてらっしゃる方が多かったです。 

また、研修という部分では、SSW に対する研修機会の充実が必要だということであったりだとか、

勤務時間数が制限されていたり、スーパービジョンの存在が課題だというコメントもありました。 

それから、青森県と青森県以外の SSW ワーク活用事業の課題をそれぞれ SSW がどのように感じ

ているのかというところを分析したところ、やはり青森県以外では研修体制としてですね、スーパ

ービジョン体制というものに課題を感じていながら、青森県の方ではそのスクールソーシャルワー

クに関する研修という部分での課題を感じてらっしゃる方が多いのかなとは思います。おそらく、

SSW として従事している方の活用方法が十分理解されていなかったり、専門性が担保されてないっ

ていうところを感じてらっしゃる方が多いのかなと思います。 

青森県以外はどうかというと、スクールソーシャルワーク活動における報告を共有できる機会が

不足して個人で抱え込んでいるという部分で、話し合えるような機会が不足しているところを課題

として感じていると特徴が見てとれるかなと思います。 

東北地方の SSWはスーパービジョン体制であったりだとか、SSWの専門性獲得における研修機会

が課題として感じてらっしゃって、それは教職員や学校現場における理解不足とか、組織に位置づ

けられていないという部分を課題として感じているんだろうと思います。 

青森県においては、やはり従事する方々の専門性というところに課題を感じてらっしゃるのかなと

いうところがうかがえます。また、学校現場で SSWの活用方法が理解されていないとか、学校教職

員への普及啓発っていう部分が必要と感じていらっしゃる方が多いのかなと思います。 
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３．SCの現状と課題（萩臺） 

（１）SCの概要 

まず SCについて、簡単にご説明します。現在のいじめの深刻化や不登校の問題の対応に伴いまし

て、学校における心理教育的サービスの中でカウンセリング機能の充実を図るために、1995 年度よ

り設置されています。心の専門家である臨床心理士、あるいは公認心理師が SCを担っていることが

多いです。また、資格を持っている方だけでなくて児童心理に関する大学の先生ですとか、経験豊

富な方が SCになっている場合も多いです。現在は中学校へは全配置、小学校あるいは高校への配置

も右肩上がりで進んでいますが、この図にもありますとおり、生徒の問題行動が減ってはいません

ので、まだまだ課題があるというふうに感じております。 

青森県における SCの現状ですが、調べたところ、徐々に配置が進んでいるというのが現状だと思

います。近年になって配置が増えてきているという印象を受けますが、配置の日数と時間が大体 1

回 3 時間程度ということで、かなり短い時間の中で働いているという現状があります。ですので、

人材の確保とともに、優先的に問題のある学校へ配置されるというところで、その他の学校にどう

やって対処していくかという点も課題だと考えております。 

先ほど SCは臨床心理士とか公認心理師が担うというお話をしたんですけれども、臨床心理士は臨

床心理学に基づく知識や技術を用いて、人間の心の問題にアプローチする心の専門家になります。

これは民間資格である日本臨床心理士資格認定協会が出している資格になります。公認心理士は国

家資格になります。臨床心理学についてなんですけれども、心の問題の援助、改善、予防、研究を

行う心理学のことを指します。臨床心理学では、悩みや病理を抱えながらどのように生きるかとい

う心理面での問題を解決する学問になります。ですので、相談を受ける中で心理的なアセスメント

を行いますが、問題や悩みだけでなくて、その相談者の強みや健康的な面というのもアセスメント

していきます。 

一方、精神医学とは何かというと、医学的知識に基づいて病理を診断してその病理を薬物によっ

て除去管理することにあるので、精神科の医師では薬物治療がメインになるという側面があります。

臨床心理士は診断せずに心理的なアセスメントの役割を担っているということになります。 

（２）学校における SCの役割 

次に学校における SCの役割ですが、主に文科省や地域の自治体で出されている SCのマニュアル

には 7 項目書かれています。まずは①児童生徒保護者に対するカウンセリング。②教員へのコンサ

ルテーション。コンサルテーションというのは後で説明したいと思います。③相談者の心理的な見

立てや対応。④校内会議等への参加。⑤児童生徒に対する予防的対応。⑤教職員や保護者が児童生

徒への研修講話。また⑦災害事件事故などの危機対応・危機管理などになります。ただこれを限ら

れた時間内で全て実施するというのは現実的に難しいため、学校側のニーズを確認しながら必要に

応じて、これらの中からできることを相談しながらやっていくということになります。 

①児童生徒保護者に対するカウンセリング 

まず児童生徒保護者に対するカウンセリングの具体的内容として、「面接相談」についてお話し

たいと思います。児童生徒からの相談への実際の対応についてなんですけれども、私の経験では児

童生徒から直接的に相談をしたい、積極的に来るというのは基本的には少なくて、養護教諭の先生

から「話してみたら」という形で紹介されてきたり、担任の先生から「心配なので話を聞いてあげ

てください」という形で紹介されることが多いです。 

相談内容は、様々なケースがありますが、基本的には児童生徒から話を聞いて気持ちを一緒に整
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理したり、現状にどのように対応したらよいかについて一緒に考えていきます。生徒が「自分のこ

とを話していいんだ」と思えるような場所になるように心がけるというのが重要だとされています。

おそらく学校に通って SCに会うことが人生のなかでカウンセラーと初めての出会いになると思うの

で、その後利用するかどうかというのは、その時の SCが非常に重要な役割を担っていると感じてい

ます。 

あとは具体的な悩み相談だけでなく、生徒の学校での居場所を作ったり学校に慣れるために SCを

活用する場合もあります。その場合ですね、カウンセリングルームで相談というよりはいろんな遊

びをして、そこからちょっと学校に来られるようになって別室でちょっと勉強をして、教室という

流れになることもあるんですけれども、あまりスムーズはいかない場合が多いです。その場合に SC

だけではなくて、誰がいつ登校刺激をするのか、次の段階へ進む話をするのかといった役割分担と

いうのが必要になってきます。 

保護者からの相談については、お子さんの問題を考える際に保護者も協力的であることが個人的

には重要だと考えております。保護者からの相談にはいろいろなケースがありますが、主に 2 パタ

ーンあると考えています。1つは保護者自身が子どもの対応に困っているケースで、例えば不登校と

か子どもがあまり学校でうまくいってないといった場合に、保護者が自責感を感じている場合が多

いので、保護者が子どもの問題に取り組むためにも子育ての大変さなどを労うといった自責感を軽

減するような関わりが必要だと考えています。 

あとは学校と保護者の連携がうまくいかないケースもあると感じています。学校側の対応に納得

がいかない場合や、先生との意思疎通ができなくて SCを通して先生にこう言ってほしいですとか、

あとは先生にどう話せばいいですかね、というような相談をする方も多いです。その場合には、学

校と保護者の関係調整を行うことが必要だと考えています。 

このことは学校と保護者との関係性が関わってくるので、なかなか難しいところもありますが、

うまく学校と保護者が連携を取ることができるケースというのは、子どもの問題も解決に進みやす

いなと、経験の中でも実感をしています。 

これまでの研究においても小中学生時点での保護者との関係性の良さというのは、その時点の子

どもの学校適応感の良さと関連するということが指摘されていたり、担任の先生のことを親子でど

う話しているかというのが、学校への安心感とか登校回避感情と関連するという研究があります。

ですので、お家で担任の先生がすごく子どものことを考えているということを子どもが知ることと

か、どのように親が担任を評価しているのかということが子どもと学校適応感に関連しているとい

うことです。 

相談内容について、主なものは不登校やいじめ問題があげられます。やはり先ほどのお二方のご

発表にもあったように、不登校とか、暴力とかそういうのは現象で、何かしら背景があると感じて

います。例えば家庭環境とか心身の健康保健も関係していると考えています。家庭環境では、親が

厳しいとか家に場所がないと感じることですね。あとは親が大変で、親を助けてあげたいヤングケ

アラーのような悩みを抱えている子もいました。あとは心身の健康保健でいうと、リストカットを

する子が小学校高学年ぐらいから中学校高校の方にも多いなと感じていますし、最近の経験ではセ

クシャリティの悩みも表面化しやすくなっているのかなと感じています。 

そして、養護教諭との連携とすみ分けについてなんですけれども、養護教諭の先生もすごく心理

的な相談についても幅広く対応してくださっている方が多く、母性的な関わりを児童生徒にしてく

ださっているなと感じていて、SC としてもすごく頼りにしているというか、心強い存在だなと感じ
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ています。ただ、上手に連携していくためには、それぞれの専門性とか役割の違いを理解した上で

連携することが必要であると感じています。 

例えば、養護教諭の先生は毎日勤務しているということで生徒に近い存在でありますが、SC は週

に 1 回ですとか月に何回かということで、すごく短い関わりになってしまいます。ただ関わりの中

でいうと、養護教諭の先生は大人数の中での対応で、SCは 1対 1の対応ということで、じっくりゆ

っくり話しをしたい場合は SCを利用するのがいいのかなと感じています。また専門性についても、

養護教諭の方は心身のケア、SC は臨床心理学というところで、違いを生かしていくという視点が重

要だと感じています。 

➁教員へのコンサルテーション 

では次に教員へのコンサルテーションについてお話をしたいと思います。まずコンサルテーショ

ンとは何なのかということなんですけれども、相談者が抱えている問題を解決するためにコンサル

タントとコンサルティーの間で行われるお互いの専門性を生かした援助関係と言われています。 

具体的には、教員と SCがお互いに違う視点から知恵を出し合って一緒に子どもの指導・援助につ

いて考えていくということになります。ですので、カウンセリングを受けている生徒について担任

や親側と連携が必要なものについて SCを交えて協議したりとか、教員が対応に困っている生徒や行

き詰まった感覚を持っている生徒についての対応を SCと教員で話し合うということになります。 

そのなかでチーム学校の一員として動くことは SC としても重要だなと感じています。SC が対応

を 1 人で行うのではなくて、教職員と情報を共有しながら支援を行っていることが必要であると感

じています。時々カウンセリングを受けているから大丈夫だろうとお任せされるというのはよく聞

きますが、そうではなくて、チームとして情報を共有しながら支援していくことが必要だと考えて

います。SC は臨床心理学的な見立てを伝えるなど情報共有を行い学校や教員のニーズや対応可能な

ことを確認しながら動いていきます。例えば、不登校の場合に現実的に学校としてどこまで別室対

応が可能なのかとか、家庭訪問をしてくれるのかとか、現実的なところを確認しながら動いていく

ということがあります。また、生徒の面談をお願いされた場合に、必ず情報共有ですね、その子の

普段の様子ですとか先生から見た印象、あとは当該児童生徒がどうなったらいいと思うかなどにつ

いてあらかじめ情報収集をしたうえで、その当該児童生徒と面接をするのが理想的な形だと思って

います。 

情報共有の仕方について専門家の方はもうおわかりだとは思いますが、守秘義務とのジレンマが

あります。相談者の中でこれだけは本当に絶対に誰にも言わないで欲しいというのがあります。た

だ集団守秘義務という考えがありまして、支援の際に重要だと考えた際には教職員の方々に情報を

共有して援助に活かすというような考え方があります。集団守秘義務を守ってきちんと守っていた

だいた上で情報共有して、援助していくというふうにしております。 

③外部機関との連携 

次に外部機関との連携について主なものについて触れていきたいと思います。まず医療機関との

連携なんですけれども、児童生徒に精神疾患が疑われるときですね、あとは自殺の危険や深刻な自

傷の疑いの恐れがあるとき、その他医療機関が介入した方が状態が改善するというふうに判断した

場合には、医療機関に繋ぐ場合があります。特に思春期・青年期は精神疾患の好発期でありますの

で、医療機関での介入が問題の改善に役立つ場合というのがあります。ただ精神科とか心療内科と

かそういう話になっていくと、本人や保護者もかなり抵抗が強いというか、できるだけ病院には行

きたくないというケースもありますので、そういう場合は近くのかかりつけ医ですとか、小児科か
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ら紹介状を書いてもらって、受診という流れにしてもらう場合もあります。また、薬についていき

なり強い薬を出されるのではないかっていうような不安も結構ありますので、最初はそういった薬

は出さない場合が多かったりとか、あとは漢方とか優しい薬を出す場合もありますよといったこと

を伝えてあげると安心して受診に繋がるという場合もあります。 

次に児童相談所との連携ということですけれども、これは私自身はあまり経験がないんですけれ

ども、やはりその児童生徒と接していて虐待が疑われるような状態を発見したりか、本人から相談

を受ける場合があります。そのような場合に記録を詳細に残した上で速やかに管理職に報告する必

要があります。管理職は学校判断として市町村の福祉部局や児童相談所に相談・通告するという流

れになります。ただ証拠が残りにくい家庭での精神的な虐待というのは対応が難しいなと個人的に

は感じています。 

④予防的対応 

最後に予防的対応について簡単にご紹介したいと思います。まず SCの活動の中で自分の広報活動

がすごく大切になります。定期的に SC便りを出して、自分の出勤日程、相談の予約の仕方、あるい

は自分がどういう人なのかをお知らせして、生徒に知ってもらうというような活動がすごく重要に

なっていきます。中学校に勤務していたときは、生徒に知ってもらうために給食の時間各教室を回

って一緒に食べるということもしていました。SC 便りでは、リラクセーションの仕方や悩み事に対

する考え方などの記事を自分で作って掲載して、児童生徒の心身の健康の予防に努めるということ

もしておりました。 

⑤教員研修・児童、保護者向け講話 

最後に「教員研修・講話」を行うということで、学校側からもし要請があった場合には学校のニ

ーズに応じてその研修というのを行っていきます。講話型として不登校などの問題の理解の対応と

児童生徒に対して仲間関係の適切な構築あるいは保護者に対してよりよい親子関係の構築について

講話を行ったりします。またワークショップ型として、実際にやってみるようなリラクゼーション

やストレスマネジメント、あるいはグループエンカウンターでグループ活動を行ってグループでの

仲間関係を深めるといったこともやっていきます。 

（３）まとめ 

簡単になりますが、まとめると SCの役割は多岐に渡るのですが、実際に時間的制限や学校ニーズ

に合わせて活動を柔軟に行っていきます。その中で中心的な活動は「児童生徒・保護者へのカウン

セリング」、「教員へのコンサルテーション」になります。SC のみでは対応が困難な事例もあるた

め、やはりチーム学校としてお互いの専門性役割を理解しながら教職員の方々と連携していくこと

が必要であると感じています。 

 

４．意見交換 

＜本山＞ 

本日は多職種連携というテーマで三名の先生方からそれぞれの分野における実践的なお話に加え

て、SSW について東北地方及び青森県の特徴を実証的に理解する機会をいただきまして誠にありが

とうございます。 

先日岩手大学でも学校安全に関するシンポジウムを開きました。その際には自他の生命の尊重と

いう観点から、防災教育と自殺対策で求められる援助要請行動、すなわち子どもが相談できるよう

にする力を育み環境を整備するというのを同じ場で議論していただきました。シンポジウムを通し
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て、子どものためという理念自体は否定しようがないんですけれども、だからといって学校ができ

ないことを抱え込んではいけない、できないことをできないと言うのが大事でして、教職員の職能

アイデンティティの確立と繋がる気づきや知見が得られました。 

本日のお話との関連では、SSWやSCの法令上の位置づけが明確になり、専門性の確立やそのため

の研修というのが今後ますます課題になると思われます。ただし、その際は、教職員の専門性との

一体的に確立していく必要があるというふうに感じています。 

そのためには本日のように多職種の方が集まって議論する場があることが非常に重要です。周り

の大人が何らかの課題を抱える子どものときに言語化されていない SOS を察知する、そして、周囲

の大人のリスク感度を高めるためには、事実を単純化しない、よくあることだと思い込まないとの

がリスクマネジメントの基本として言われています。 

子どもの心や子どもが生活する環境の複雑さを複雑なものとして理解するためには、教育、心理、

福祉、それぞれが強みと限界を抱えつつ対話を重ねる必要があること実感しました。本日の研究会

が子どもの人権や生活の保障に向けた共通の土台作りのきっかけになってほしいと思っております。 

＜参加者＞ 

SSWの待遇改善が大事なのではないかと思った。青森県の場合時給1,800円ということであれば、

それだけで生計を立てていくことは不可能だと思うが、実際にやられているお仕事の話を聞くと、

先生方が見えないところをカバーしていると考える。そういう意味でも待遇が改善されるべきでは

ないか。 

また、渡辺さんのお話の中にあった学校の弱点というところは、一教員としてもそのように感じ

るところはある。職員数の雰囲気が子どもに与える影響というのも大事な視点だと思うし、狩野先

生のお話の中で学校の先生は自分で抱えがちというところも痛い指摘である。 

学校の教員は比較的様々なことができる方が多く、自分で何とかできるという感覚を持つのが多

いと考えるし、自分の学級で何か起こると学級担任の責任という雰囲気もある。またその子どもの

抱える問題が多様化し先生方の業務が減らない現状を考えると、もう少し多様な他者の力を生かす

マインドに変える必要があると普段から感じていた。 

さらに、職員室が教員の多様な個性を生かす場になるために、先に学校が地域の多様な人材を生

かす場にできればとも思う。それは子どものためにもなるし、教員のキャリア形成や豊かな生活を

守ることにも繋がるのではないか。 

＜参加者＞ 

福祉目線での子どもの権利や気持ちを尊重した支援計画が難しいが、その課題解決の方策をどうお

考えですか。 

＜渡辺＞ 

確かにやはり学校現場にいると、教育的な目線での支援計画になりがちですし、そちらの方に引

っ張られてしまうところも私自身もあるのですが、そういう意味もあって、まずはケース会議をや

ることが必要だと私個人としては考えています。市町村教育委員会の方も来ますし、児相の方も来

ますし、ときには病院に関わっていれば病院の方も来ますし、警察が関わっていれば警察の方も来

ますし、様々な方面から来る中で、やはり福祉的な目線での子どもへの支援をするために色々な人

たちが集まっているっていうケース会議を利用して、子どもの気持ちとか権利を考えていきましょ

うよっていうような方面でお話させていただくというような形を目指しています。 

＜参加者＞ 
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学校特有の閉鎖的体質を感じるという点について、具体的な事例があれば教えていただきたい。 

＜渡辺＞ 

先ほどもお話にもあったように先生たち自身で何とか解決しようという先生たちの雰囲気もあり

ます。私達が解決しなきゃいけないという先生自身の責任感、いい意味での責任感なのですが、そ

れは下手すると独立・孤独という形になってしまうので、そこは協力できたらいいなという思いは

あります。 

＜参加者＞ 

狩野先生の話題提供で、ミクロ・メゾ・マクロの視点でソーシャルワークを整理されていました

が、それを踏まえて中南地区の SSWとしてはどのレベルの援助が強く機能できている・できていな

いとお考えですか。 

＜渡辺＞ 

全部といえば全部ですけれども、中南地区で言えばケースワークは比較的できていると思います。

けれども、SSW の認知度という意味も込めてですけれども、やはりそれを地域レベルでどのように

認知して、関係機関と連携できているかというと、そこはまだ不十分かなと感じています。地域に

根ざしたソーシャルワーカーであるという意味からも、これからはもっとやはり地域との連携は必

須かなと思います。社協のコミュニティソーシャルワーカーさんはじめ、そういった方々と子ども

を地域で守る、育てる、見守っていくというような部分が SSWの活動の根底にある部分ではないの

かと思っているので、これからそういった意味で地域という視点をより濃く支援の中でできていけ

ればなと思っています。 

＜参加者＞ 

狩野先生のご研究の中で青森県は教員免許を有していて社会福祉の資格を持たない SSWが多いと

のことでした。その原因は給料が安いから社会福祉の資格を有している若手にはなり手がいなくて、

教員退職者がなるケースが多いでしょうか。実態が知りたいです。 

＜渡辺＞ 

正しくこの通りだと思います。国から SSWの活用事業を進めていきましょうと青森県に降りてき

た段階で、厚労省から降りてきていたらまた別なのかもしれないですけども、文科省から降りてき

たので、教員の方たちにとってみたら、この事業をこれから進めていくとなったときに、戸惑った

と思います。そして、中南では最初は SSW1 人で始まったんですけれども、そこから年度を追うご

とに、2 人 3 人 4 人と増えていた実態があります。私は今 4 年目ですけれども、4 年目にようやく

SSW には社会福祉士、精神保健福祉士という専門職の方が入るという状況になってきているので、

中南に関しては教員退職者の率が高いと思いますし、元々の始まりが退職者になるので、中南では

よりその色が濃いのかなと思っているのが現状です。 

教員退職者がSSWになるというのも、当時はやはり生徒間暴力とか生徒指導がメインのSSWが、

子どもたちの相談というよりも学校の相談が大きかったんですよね。生徒指導の間でなかなか保護

者とも連絡つかない、子どもたちが暴れる、そういったときのための SSWというようなところから

始まっていました。 

ただ年々そういった形での生徒間暴力っていうのは落ち着いてきて、どちらかというと不登校や

いじめや経済環境、虐待やネグレクト、最近では本当にヤングケアラーの問題も多いですし、そう

いった部分で子どもたちのニーズもそうです。私達が関わるのも生徒指導から福祉的な子どもたち

の課題にシフトしていったことによって、現状としてよりジレンマを感じているところが大きいか
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と思っています。 

私を含め現在 5名ですけれども、4名は教員退職者です。これは、私が 4年前に入ったときから変

わっていません。年度を追っても専門職としての SSWの採用が無いというのが現状です。それはや

はり賃金の問題も含め、社会保障の部分も労災もないし、社会保険もついていないので、ある意味

バイトみたいな形になってしまうところも原因だとは思います。 

＜狩野＞ 

やはり予算が十分に確保されていないというところで、限られた時間や枠の中で SSWが十分に活

動できているかというと、まずその雇用の枠組みの中で非常に難しい状況があると思います。その

枠組みの中でいかに色々な経験や知識とか持っておられるソーシャルワーカーの方が SSWとして働

きたいと飛び込んでくれるかっていうと、それもまたかなり難しいものなのだろうなと思って聞い

ていました。 

SSW の活動形態として、その一つの学校を拠点として、近隣の小学校とかを巡回する場合もあれ

ば、多くは教育委員会から派遣されて活動するような SSW、配置型とか派遣型というお話もありま

したけれども、そこでも随分と SSWの活動内容とか有効性はだいぶ違うだろうなと思います。 

その辺はおそらく教育委員会ですとか、活用するその行政サイドの方で様々な考えがあって、そ

の地域とか行政区にあった取り組み活動方法を SSWにお願いしているような状況はあるかとは思い

ますが、いかにして SSWの有効性みたいなのを見いだしていくのかというところが今後大切になっ

てくるのかなとは思っています。 

また、SSW 活用の効果みたいなものをどういう尺度で取っていくのが良いのかについても、これ

を私はまだ見出していないところでありますし、SSWよりも先行してSCたちが学校サイドで活動さ

れている中で、SCがまだ常勤化されてないという部分での課題も、おそらくSSWの常勤化を考える

上では参考になる部分が多くあるのではないかなと思って伺っていたところです。 

＜参加者＞ 

障害児の支援事業所で生活しているいわゆる障害を持つ子どもたち、発達にでこぼこがある子ど

もたちは各小学校中学校の特別支援クラスに在籍していることが多いのですが、今日ずっとお話を

聞いていて、もちろん学校でのことで、教育機関の中での理屈で動く話ではあると思う一方、私達

はどちらかと言ったら地域側に立つ人間だったりするしご家族側に立つ人間だったりする中で、常

に子どもが真ん中にいるということを意識はしていますが、現実的にはなかなか難しい部分もあり

ますよね。学校教育という場の中でいうと、やはりそういう子どもたちが、何でしょう、表現とし

て適切かどうかですが、優先される場面ってほぼ出会うことがないというか、何か問題があったと

しても、ご家族の困り感があったとしても、学校の中での子どもたちに対する先生たちの困り感に

しても、いわゆるスタンダードな教育をまずは優先して進めていく中で、余力があったときにちょ

っと相談しましょうか、ちょっと対応しましょうかという現実だったり、雰囲気だったりを感じる

ことが少なくないところです。 

そういう中で、例えば、SSWであったり、SCであっても良いですが、学校の中でそういう子たち

が主にピックアップされて、そういう子たちのことに関しての先ほどケース会議という言葉も出ま

したけども、そういったことが実施されることって一般論として、例えば青森県内に限ってもいい

んですけど、岩手県でもちろん情報があれば嬉しいんですが、どれぐらいの頻度でそういうところ

がピックアップされるものなのかという部分をずっとお聞きしたいなと思っていて。教えていただ

けると嬉しいです。 
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＜渡辺＞ 

特別支援に限ったことではないのですが、学校現場で福祉的な目線が入っているケース会議が行

われるっていうのは半年に 1 回あればいい方かなっていうぐらい少ないのが現状です。というのも、

私達が学校に訪問させていただく回数が月1回または2回程度になってくるので、結局そこに合わせ

てケース会議を開催する、しないというような問題もあります、「ケース会議が必要」と学校側に

話しても、ケース会議が今必要か？みたいなニュアンスで捉えられることの方がこちらとしては多

いです。 

先生方が持っているのは、結局ケース会議を行っても何も状況は変わらない、情報共有だけで終

わってしまうと思われているような状況でして、学校の中でもそうなので、とりわけ特別支援絡み

になるとなおさらになります。 

ただ特別支援がらみでいくと、特別支援の子たちの計画を立てて、評価をして、そしてまたアセ

スメントしながら、この問題を追加した方が良い削除した方が良いというようなことは行われてい

るので、そういう意味では学校関係者だけでの会議っていうのは少なくないですが、そこに福祉的

な形を絡めてというとより少なくなります。ケース会議をやるとなったら、どちらかというと結構

重大事案で、他機関との連携が必須で、例えば児相とか虐待案件だったりとかもそうですし、命が

関わるような―リストカットや自殺未遂のような―ケースだったりに限られる印象です。 

＜参加者＞ 

特別支援に特化した会議は、自分が以前支援コーディネーターを務めていた学校では、春初めに 1

回学期に1回合わせて4回ぐらいあったが、この辺は確かにコーディネーターの先生や管理職の熱量

によっても違うかもしれない。 

＜狩野＞ 

実践経験を踏まえた部分で感覚ではありますが、私も特別支援コーディネーターとか特別支援学

級を担当している先生の問題意識によってずいぶん学校ごとに違うのかなと思います。やはり問題

意識が高い学校は、私自身の経験として SSWとして特別支援学級のグループに対して働きかけを行

うような機会をいただいたことがありました。またその特別支援学級でちょっと虐待とか不登校と

かが少し心配な生徒さんに対して、それぞれの個別のケース会議を開催して支援をしたとかですね、

あと外部の相談支援事業所の方を招いて少しコンサルテーションしていただくとか、そういう機会

はやはり学校ごとによってだいぶ違う印象はあります。 

やはり大なり小なり SSWが少なからず児童生徒が抱える疾患とか障害みたいなことに関しての対

応は随分されているようなところがあるので、そこは学校さんによってもだいぶ違いますし、逆に

今お話を聞いていて、私達 SSWとして働く立場としても、学校という組織の中でマイノリティとい

う言い方が正しいかどうかわかりませんけれども、排除されるような立場性に陥りやすい子たちだ

ということに問題意識を持たなければいけないなというところで学びをいただきました。 

そういったところで私達も意識を持って学校巡回だとか、学校をとらえて働きかけていく必要が

あると感じたところです。 

 

５．まとめ（小野） 

なかなかやはり最後は現場に携わる先生方や学校もそうですし、あるいはその SSWの中でもいろ

いろと問題意識にはばらつきがあるのかもしれないというようなところで、最後はそういう人の意

識みたいなところもやはり大きいところはあるなと改めて感じました。 
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今回の研究会は子どもの権利についてということになっておりまして、子どもの権利、言いかえ

れば子どもの人権ということです。先ほどのSSWやSCの方々の活動でもあったように、今現在色々

な形で権利が侵害されているような状態に置かれる子どもたちに対するフォローですとか、権利侵

害が発生することの予防ですとか、それ自体が子どもの権利を保障しているというよりかは、子ど

もの権利を制度的に保障しているという意味で非常に大事な側面があるのかなと思いました。子ど

もの権利とか人権というものは、それだけの単独で保障されるというものではなくて、子どもたち

が安心して学校で学ぶことができるようになるためには、そもそもちゃんと家で安心して生活がで

きなければいけないし、教室の中で自分の意見をちゃんと表明できるような環境でなければいけな

いし、しんどいときには休めるような環境でなければいけないし、相談したいと思ったときには相

談できるような環境でなければいけないし、そういった教育を受けるというところだけに限っても

その周りを囲むいろいろな権利が一緒に保障されて初めてそれらは保障されることになると。そう

いうところで様々な教員たちだけではなくて、いろんな職種の方々が連携しながら、そういった権

利を実現していくことが大事なのかなと思っております。 

 
1) 「子どもの権利と学校・家庭・社会」公開研究会は、岩手大学教育学部附属教育実践・学校安全学

研究開発センターの本山敬祐准教授と共に 2018年から実施しているもので、この回で 6回目とな

る。過去の研究会の記録については、東北女子大学紀要 58. p. 39, 58. (2020)、東北女子大学紀要 59. p. 

63, 79. (2021)、柴田学園研究紀要 1(1). p. 73. (2022) に掲載されている。 
2) 研究会での報告の一部は、別稿にてすでに公表されている。本稿ではこれと重複しない部分を掲載した

ものである。狩野俊介「東北地方におけるスクールソーシャルワーカーの実践活動の現状と課題―配置形

態に着目した分析から―」岩手県立大学社会福祉学部紀要 24. 115. (2022)参照。 
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